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附表第 22表-7 

大門ダム操作規則 

 

 

  
第 1章 総     則

 

（通 則） 

第 1条 大門ダムの操作については、この規則の定めるところによる。 

（ダムの用途） 

第２条 大門ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持並びに水道用水の供給をその用途とする。 

 

  
第２章 貯水池の水位等

 

（洪 水） 

第３条 洪水は、流水の貯水池への流入量（以下「流入量」という。）が毎秒 120 立方メートル以

上である場合における当該流水とする。 

（洪水期間及び非洪水期間） 

第４条 洪水期間及び非洪水期間は、次の各号に定める期間とする。 

一 洪水期間  5月 16日から 10月 31日までの期間 

二 非洪水期間 11月 1日から翌年 5月 15日までの期間 

（水 位） 

第５条 貯水池の水位は、ダム本体に設置された水位計の測定結果に基づき算出するものとする。 

（常時満水位） 

第６条 貯水池の常時満水位は、標高 894.5メートルとし、第 13条の規定により洪水調節を行う場

合及び第 15条の規定により洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇さ

せてはならない。 

（サーチャージ水位） 

第７条  貯水池のサーチャージ水位は、標高 902.0メートルとする。 

 

  
第３章 貯水池の用途別利用

 

（洪水調節等のための利用） 

第８条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、標高 894.5 メートルから標高 902.0 メートル

までの容量 1,300,000立方メートルを利用して行うものとする。 

（流水の正常な機能の維持のための利用） 

第９条 流水の正常な機能の維持は、標高 886.0 メートルから標高 894.5 メートルまでの容量

1,050,000立方メートルのうち最大 750,000立方メートルを利用して行うものとする。 

（水道用水の供給のための利用） 
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第 10条 水道用水の供給は、標高 886.0メートルから標高 894.5メートルまでの容量 1,050,000立

方メートルのうち最大 300,000立方メートルを利用して行うものとする。 

 

  
第４章 洪 水 調 節 等

 

（洪水警戒体制） 

第 11条 大門・塩川ダム管理事務所長（以下「所長」という。）は、洪水が予想されるときは、細

則で定めるところにより洪水警戒体制を執らなければならない。 

（洪水警戒体制時における措置） 

第 12条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、直ちに次に掲げる措置を執らな

ければならない。 

一 山梨県土木部治水課、国土交通省甲府河川国道事務所、その他細則で定める関係機関との連

絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。 

二 ゲート及びバルブ（以下「ゲート等」という。）並びにゲート等の操作に必要な機械及び器

具の点検、整備、予備電源設備の試運転、その他ダムの操作に関し必要な措置。 

（洪水調節） 

第 13条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、次の各号に定める方法により行うものとする。

ただし、気象・水象その他の状況により特に必要と認める時は、これによらないことができる。 

一 洪水期間において流入量が毎秒 120 立方メートルを越える場合は、洪水期常用洪水吐ゲート

開度を一定とし最大放流量毎秒 140 立方メートルを限度として自然放流により洪水調節を行う

ものとする。 

二 非洪水期間において水位が常時満水位を越える場合は非洪水期常用洪水吐からの自然放流に

より洪水調節を行うものとする。 

（洪水調節等の後における水位の低下） 

第 14 条 前条の規定により洪水調節を行った後又は次条の規定により洪水に達しない流水の調節

を行った後において洪水期間にあって、洪水調節を行った後にあっては洪水期常用洪水吐ゲート

からの自然放流により、洪水に達しない流水の調節を行った後にあっては毎秒 120 立方メートル

の水量を限度とし、また、非洪水期にあっては非洪水期常用洪水吐ゲートからの自然放流により

水位を常時満水位に低下させるものとする。 

（洪水に達しない流水の調節） 

第 15条 所長は、気象、水象その他の状況により必要があると認める場合には、洪水に達しない流

水についても調節を行うことができる。 

（洪水警戒体制の解除） 

第 16条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合には、これを解除しなけ

ればならない。
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第５章 貯留された流水の放流

 

（貯留された流水を放流することができる場合） 

第 17条 ダムによって貯留された流水は、この規則に特別の定めがある場合のほか、次の各号の一

に該当する場合に限り放流することができる。 

一 第 25条の規定によりダム本体等の点検及び整備を行うため特に必要があるとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由があるときで細則に定めるとき。 

２ 前項各号の一に該当する場合の放流量の限度は、毎秒 120立方メートルとする。 

（放流の原則） 

第 18条 所長は、ダムから放流を行う場合には、放流により下流に急激な水位の変動を生じないよ

う努めるものとする。 

（放流量） 

第 19条 ダムから放流を行う場合の放流量は、この規則に特別の定めがある場合にあっては、当該

規定に定める量、その他の場合にあっては、流入量に相当する量を越えてはならない。 

（流水の正常な機能の維持のための放流） 

第 20条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、大豆生田地点にお

いて毎秒 0.3立方メートルの水量を確保できるよう、ダムから必要な流水の放流を行わなければ

ならない。 

（水道用水の供給のための放流） 

第 21 条  所長は、水道用水の供給のため必要があると認める場合には、毎秒 0.151 立方メートル

の水量の取水を可能ならしめるよう貯水池内に必要な流水を確保しなければならない。 

（発電設備の運転） 

第 22条 所長は、ダムから放流する放流水のうち、ダム管理用水力発電設備の用水として、細則に

定める範囲において使用するものとする。 

（放流に関する通知等） 

第 23 条  所長は、ダムから放流を行うことにより流水の状況に著しい変化を生じると認める場合におい

て、これによって生じる危害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めるところにより、関

係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を執らなければならない。 

（ゲート等の操作） 

第 24条 ダムからの放流を行う場合のゲート等の操作については、細則で定める。 

 

  
第６章 点検、整備等

 

（計測、点検及び整備） 

第 25条  所長は、細則に定める基準により、ダム本体、貯水池、ダムに係る施設等を常に良好に保

つため必要な計測、点検及び整備を行わなければならない。 
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（観 測） 

第 26条 所長は、細則に定める基準により、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わ

なければならない。 

（記 録） 

第 27 条 所長は、ゲート等を操作し、第 25 条の規定による計測、点検及び整備を行い、または、

前条の規定による観測を行ったときは、細則で定める事項を記録しておかなければならない。 

 

  
第７章 雑      則

 

（細 則） 

第 28条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な手続きその他の細則は、山梨

県知事が定める。 

 

  
附          則

 

 この規則は、平成 26年 3月 31日から適用する。 
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大門ダム操作細則 

 

（通 則） 

第 1 条 大門ダムの操作については、大門ダム操作規則（以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、この細則の定めるところによる。 

（流入量） 

第２条 規則第３条に規定する流入量（以下「流入量」という。）は、ダム貯水池水位の上昇、又

は、低下の割合から次式により算出するものとする。 

 Ｑ＝（Ｖ１＋Ｖ２）/Ｔ 

  Ｑ：流入量（単位：毎秒立方メートル） 

  Ｖ１：単位時間に増減した貯留量（単位：立方メートル） 

  Ｖ２：単位時間に放流を行った総放流量（単位：立方メートル） 

  Ｔ：単位時間（単位：秒） 

（洪水警戒体制） 

第３条 規則第 11条に規定する細則で定める場合とは、次の各号の一に該当し、所長が必要と認め

たときとする。 

一 大門ダムの流域内のいずれかの雨量観測所において降り始めからの総雨量が 80 ミリメート

ルに達したとき。 

二 甲府地方気象台から当該ダム流域について降雨に関する注意報又は警報が発せられたとき。 

三 その他洪水の発生が予想されるとき。 

２ 所長は、規則第 11条の規定により洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、

配置その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。 

（関係機関） 

第４条 規則第 12条第 1号に規定する関係機関（以下「関係機関」という。）は、別表第 1に掲げ

る関係機関とする。 

（洪水警戒体制の解除） 

第５条 規則第 16条に規定する洪水警戒体制を解除する場合とは、流入量が毎秒 120立方メートル

以下に減少し、気象、水象、その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなった場合

とする。 

２ 洪水警戒体制を解除した時は、規則第 12条第 1号に掲げる関係機関に連絡するものとする。 

（貯留された流水の放流を行うことができる場合等） 

第６条 規則第 17条第 1項第２号に規定する場合は、次の各号の一に該当するときとする。 

一 ダム本体及び貯水池等について、調査、又は、補修のため必要があるとき。 

二 その他に特必要があるとき。 

（放流の原則） 
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第７条 規則第 18条に規定するダムからの放流の方法は、次に定めるところによらなければなら 

ない。 

 
放流直前におけるダムからの放流量 10分間における放流量の増加割合 

0㎥/ｓ以上～50㎥/ｓ未満 8㎥/ｓ以下 

50㎥/ｓ以上～120㎥/ｓ未満 17㎥/ｓ以下 

 

２ 所長は、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合には、前項によらないこ

とができる。 

（放流に関する通知を行う場合） 

第８条 所長は、次の各号の一に該当する場合は、規則第 23条の規定により放流に関する通知及び

一般に周知させるための措置をとらなければならない。 

一 ダムの洪水期常用洪水吐ゲートから放流を開始するとき。 

二 規則第 13条の規定により放流を行い、下流に急激な水位の上昇が生じると予想されるとき。 

三 前条第２項の規定によりやむを得ず放流し、下流に急激な水位の上昇が生じると予想される

とき。 

四 貯水池の水位がサーチャージ水位以上になると予想されるとき。 

（放流に関する通知等を行う範囲） 

第９条 規則第 23条に規定する関係機関は、別表第 1に掲げる機関とする。 

２ 規則第 23条に規定する、一般に対し周知させるための必要な措置は、ダム地点から小倉地点ま

での必要と認められる区間について行うものとする。 

（放流に関する通知等を行うとき） 

第 10条 所長は、第８条各号の一に規定する場合において、放流に関する通知等を行うときは、次

の各号に定めるときに実施しなければならない。 

一 関係機関への通知は、第８条各号の一に該当する 1時間前。 

二 各警報局（別表第２）による警報は、下流の各地点において、河川水位の急激な上昇が生じ

ると予想される約 30分前。 

三 警報車による警報は、第８条各号の一に該当する約 30分前から。 

（警報局による警報の方法） 

第１１条 所長は、次に定める方法により、警報局のサイレンを吹鳴させるものとする。またスピーカーに

よる放送は、サイレン吹鳴に続いて行い、水位の上昇見込み等を一般に周知させるものとする。 

 

50秒 10秒 50秒 10秒 50秒 10秒 50秒     

吹 休 吹 休 吹 休 吹 鳴止 

3分 50秒 

 

２ 所長は、停電その他の理由により必要と認める場合は、サイレン吹鳴を疑似吹鳴に切り換える

ことができる。
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（警報車による警報の方法） 

第 12条 所長は、次に定める方法により警報車による警報を行わなければならない。 

一 警報車に設置したスピーカーにより、河川の水位の上昇等の見込みを一般に周知させるものと

する。二 前号のほか、警報車に設置したサイレンを必要に応じて吹鳴させるものとする。 

（ゲート及びバルブの名称） 

第 13条 ゲート及びバルブ（以下「ゲート等」という。）の名称は、次の各号に定めるところによ

るものとする。 

一 常用洪水吐のうち敷高標高 874.34 メートルに設置したラジアルゲートを洪水期常用洪水吐

主ゲートという。また上流呑口部標高 881.00メートルに設置したローラーゲートを洪水期常用

洪水吐予備ゲートという。 

二 常用洪水吐のうち常時満水位にクレストを一致したローラーゲートを非洪水期常用洪水吐ゲ

ートという。 

三 前 2号に規定するゲートを総称して洪水吐ゲートという。 

四 取水設備の上部にあるものを表面取水ゲートといい、同設備の中間標高にあるものを底部取

水ゲートという。また同設備の基礎部にあるものを制水ゲート及び敷高標高 861.50メートルに

あるものを緊急放流ゲートという。 

五 低水放流ゲート室において直径 300 ミリメートルの常用低水放流管の下流側にあるものを維

持流量放流管主バルブ、上流側にあるものを維持流量放流管予備バルブといい、総称して維持

流量放流管バルブという。 

六 低水放流ゲート室において直径 500 ミリメートルの常用低水放流管の下流側にあるものを常

用低水放流管主ゲート、上流側にあるものを常用低水放流管予備ゲートといい、総称して常用

低水放流管ゲートという。 

七 前 2号に規定するゲート、バルブを総称して低水放流管ゲートという。 

（洪水期常用洪水吐主ゲートの操作） 

第 14条 洪水期常用洪水吐主ゲートの操作は、次の各号に定めるところによる。ただし、水象等の

状況により必要と認める場合においては、その限りではない。 

一 規則第４条第 1号の洪水期間にあっては、規則第 13条第 1号により行うものとする。 

二 規則第４条第２号の非洪水期間にあっては、閉塞状態を保つものとする。 

三 規則第 17条第 1項第 1号及び第２号に該当する場合で所長が必要と認める場合は、前 2号の

規定によらず必要な開度で操作することができる。 

（洪水期常用洪水吐予備ゲートの操作） 

第 15 条 洪水期常用洪水吐予備ゲートの操作は、規則第 25 条の規定により、洪水期常用洪水吐主

ゲートの点検及び整備を行う必要がある場合、その他特に必要がある場合を除き、常に全開とし

ておくものとする。 

（非洪水期常用洪水吐ゲートの操作） 

第１６条 非洪水期常用洪水吐ゲートの操作は、次の各号に定めるところによる。ただし、水象等 
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の状況により必要と認める場合においては、 その限りではない。 

一 規則第４条第 1号の洪水期間にあっては、全閉状態を保つものとする。 

二 規則第４条第２号の非洪水期間にあっては、全開状態を保つものとする。 

三 規則第 25条の規定により、非洪水期常用洪水吐ゲートの点検及び整備を行うため必要がある

ときには、前各号の規定によらないことができる。 

（表面取水ゲートの操作） 

第 17条 表面取水ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、表面取水を行うため、水深約 1.0メー

トルを保つように貯水池の水位に自動追従操作を行うものとする。ただし、水象等の状況により

必要と認めるときは、その限りではない。 

一 規則第 25条の規定により表面取水ゲートの点検及び整備を行う必要があるとき。 

二 規則第 17条第 1項第２号の規定により底部取水及び緊急放流を行う必要があるとき。 

三 その他必要があるとき。 

（制水ゲートの操作） 

第 18条 制水ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開としておくものとする。 

一 規則第 25 条の規定により制水ゲート又は低水放流管ゲートの点検及び整備を行う必要があ

るとき。 

二 その他特にやむを得ないとき。 

（常用低水放流管主ゲートの操作） 

第 19条 常用低水放流管主ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、必要な開度で操作するものと

する。 

一 規則第 25 条の規定により常用低水放流管主ゲート又は常用低水放流管の点検及び整備を行

う必要があるとき。 

二 その他必要があるとき。 

（常用低水放流管予備ゲートの操作） 

第 20条 常用低水放流管予備ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き常に全開としておくものとす

る。 

一 規則第 25 条の規定により常用低水放流管主ゲート又は常用低水放流管の点検及び整備を行

う必要があるとき。 

二 その他必要があるとき。 

（維持流量放流管主バルブの操作） 

第 21条 維持流量放流管主バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、必要な開度で操作するものと

する。 

一 規則第 25 条の規定により維持流量放流管主バルブ又は維持流量放流管の点検及び整備を行

う必要があるとき。 

二 その他必要があるとき。 

（維持流量放流管予備バルブの操作） 
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第 22条 維持流量放流管予備バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開としておくものと

する。 

一 規則第 25 条の規定により維持流量放流管主バルブ又は維持流量放流管の点検及び整備を行

う必要があるとき。 

二 その他必要があるとき。 

（底部取水ゲートの操作） 

第 23条 底部取水ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開としておくものとする。 

一 規則第 25条の規定により底部取水ゲートの点検及び整備を行う必要があるとき。 

二 規則第 17条第 1項第２号の規定により、底部取水を行う必要があるとき。 

三 その他必要があるとき。 

（緊急放流ゲートの操作） 

第 24条 緊急放流ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全閉としておくものとする。 

一 規則第 17条第 1項第２号の規定により、緊急放流を行う必要があるとき。 

二 その他特にやむを得ないとき。 

（ダム管理用水力発電設備の運転） 

第 25条 ダム管理用水力発電設備（以下「管理用発電設備」という。）の運転を行う場合は、その

用水としてダムから放流する放流水のうち最大毎秒 1.1立方メートルを使用するものとする。 

２ 管理用発電設備は、次の各号に掲げる場合を除き常に運転するものとする。 

一 規則第 25条の規定により管理用発電設備の点検及び整備を行う必要があるとき。 

二 その他必要があるとき。 

（計測点検及び整備） 

第 26条 規則第 25条に規定する計測は、別表第３に掲げる事項について行うものとする。 

２ 規則第 25条に規定する点検及び整備は、次に掲げる施設について行うものとする。 

一 ダム本体及び貯水池 

二 アスファルト遮水壁 

三 ゲート等 

四 ゲート等を操作するために必要な機械及び器具 

五 管理用発電のために必要な機械及び器具 

六 警報、通信連絡、観測等のため必要な設備 

七 監視及び湖内作業のために必要な船舶 

八 警報のために必要な車両 

九 前各号に掲げるものの操作のために必要な資材 

３ 地震発生後の臨時点検は、国土交通省関東地方整備局「地震発生後のダム臨時点検実施要領」

に従うものとする 

（観 測） 

第 27条 規則第 26条に規定する観測は、別表第４に掲げる事項について行うものとする。 
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（記 録） 

第 28条 規則第 27条に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

一 ゲート等の操作  

二 第 25条の規定による計測、点検、及び整備結果 

三 第 26条の規定による観測結果 

四 ダム及びダムの関連施設、貯水池及び貯水池上下流の被害状況並びに河床変動の状況 

五 放流に伴う警報及び連絡に関すること 

六 その他特記すべき事項 

（報告事項） 

第 29条  所長は、次の各号に掲げる場合においては、すみやかにその状況を知事に報告しなければ

ならない。 

一 規則第 11 条の規定により洪水警戒体制を執ったとき及び規則第 16 条の規定により洪水警戒

体制を解除したとき。 

二 規則第 13条の規定により洪水調節を行ったとき。 

三 ダム本体・附属施設・貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。 

四 地震時に臨時点検を行ったとき。 

五 水位が標高 886.0メートル以下に低下したとき。 

六 ダム管理月報及び管理年報。 

七 堆砂状況の調査を行ったとき。 

八 その他必要と認めるとき。 

（ダム管理年報の作成） 

第 30条 所長は、別に定めるところにより、ダム管理年報を作成しなければならない。 

（雑 則） 

第 31条  規則及びこの細則に定めるもののほか、この細則の実施のため必要な手続きその他の要領

は、所長が定める。 

２ 前項について定め又は変更したときは、知事に報告するものとする。 

 

附         則
 

 この細則は、令和 5年 3月 1日から適用する。 
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別表第 1（第４条、第９条関係） 

 関係機関 

機  関  名 所   在   地 電話番号 

県 土 整 備 部 治 水 課 甲府市丸ノ内一丁目6番1号 （055）223－1703 

国土交通省甲府河川国道事務所 甲府市緑ケ丘一丁目10番1号 （055）252－8888 

国土交通省甲府河川国道事務所富士川上流出張所 西八代郡市川三郷町市川大門645 （055）272－0040 

中 北 建 設 事 務 所 峡 北 支 所 韮崎市本町四丁目2番4号 （0551）23－3061 

北 杜 市 役 所 北杜市須玉町大豆生田961番地1 （0551）42－1111 

韮 崎 市 役 所 韮崎市水神一丁目3番1号 （0551）22－1111 

北 杜 警 察 署 北杜市長坂町長坂上条2575番地79 （0551）32－0110 

甲 斐 警 察 署 甲斐市志田670番地 （0551）22－0110 

峡 北 広 域 行 政 事 務 組 合 本 部 韮崎市本町四丁目8番36号 （0551）22－0119 

峡北地域広域水道企業団大門浄水場 北杜市高根町長沢2374 （0551）47－3695 

甲 府 地 方 気 象 台 甲府市飯田四丁目7番29号 （055）222－2347 

 
別表第２（第 10条関係） 

 警報局 

警報局名 所  在  地 概    要 操作方法 

大 門 ダ ム 警 報 所 北杜市須玉町上津金矢倉 サイレン、スピーカー 有 線 

同延長スピーカー局 北杜市須玉町上津金矢倉 スピーカー 〃 

津 金 警 報 所 北杜市高根町長沢川平 サイレン、スピーカー 無 線 

同延長スピーカー局 北杜市高根町長沢兎平 スピーカー 無線、有線 

下 津 金 警 報 所 北杜市須玉町下津金上川手 サイレン、スピーカー 無 線 

万 年 橋 警 報 所 北杜市須玉町下津金栃久保 サイレン、スピーカー 〃 

同延長スピーカー局 北杜市須玉町下津金下川原 スピーカー 無線、有線 

小 倉 警 報 所 北杜市須玉町小倉神田 サイレン、スピーカー 無 線 
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別表第３（第 26条関係） 

 計測事項及び基準 
 項   目 計 測 基 準 備 考 

ダ ム 本 体 

漏 水 量 監査廊において月 1回行う。  

た わ み 堤体において月 1回行う。  

揚 圧 力 監査廊において月 1回行う。  

間 隙 水 圧 〃  

地 震 管理所において地震時に行う。  

アスファルト遮水壁
 漏 水 量 監査廊において月 1回行う。  

変 形 堤体において月 1回行う。 

 

別表第４（第 27条関係） 

観測事項及び基準 

気        象 

観測項目 観 測 基 準 備  考 

天 気 管理所において毎日 9時に行うほか、必要に応じて行う。  

気 圧 〃  

気 温 〃  

湿 度 〃  

風 向 〃  

風 速 〃  

降 水 量 雨量観測所において毎正行うほか、必要に応じて行う。  

積 雪 量 ダム地点において、必要に応じて行う。  

水        象 

観測項目 観 測 基 準  

水 位 毎正時に行うほか、必要に応じて行う。  

流 入 量 〃  

放 流 量 〃  

取 水 量 〃  

水 温 毎日 1回行う  

堆 砂 
毎年 1回実測調査を行うほか、洪水の直後において必要があ

る場合はその都度同一断面において行う。 
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附表第 22 表-9 

 

深深城ダム操作規則 

 

  
第 1 章 総     則

 

（通 則） 

第 1 条 深城ダムの操作については、この規則の定めるところによる。 

 

（ダムの用途） 

第２条 深城ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給、並びに発電をその用途

とする。 

 

  
第２章 貯水池の水位等

 

（洪 水） 

第３条 洪水は、流水の貯水池への流入量（以下「流入量」という。）が、毎秒 80 立方メートル

以上である場合における当該流水とする。 

（洪水期及び非洪水期） 

第４条 洪水期及び非洪水期は、次の各号に定める期間とする。 

一 洪水期   ６月１日から ９月 30 日までの期間 

二 非洪水期 10 月１日から 翌年５月 31 日までの期間 

（水 位） 

第５条 貯水池の水位（以下「水位」という）は、ダム本体に設置された水位計の測定結果に基

づき算出するものとする。 

（常時満水位） 

第６条 貯水池の常時満水位は、標高 625.5 メートルとする。 

（サーチャージ水位） 

第７条 貯水池のサーチャージ水位は、標高 629.5 メートルとする。 

（制限水位） 

第８条 洪水期における貯水池の最高水位（以下「制限水位」という。）は、第 15 条の規定によ

る洪水調節及び洪水に達しない流水の調節を行う場合を除き、標高 610.5 メートルとする。 

 

  
第３章 貯水池の用途別利用

 

（洪水調節等のための利用） 

第９条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、洪水期にあっては標高 610.5 メートルから

標高 629.5 メートルまでの容量 4,390,000 立方メートル、非洪水期にあっては標高 625.5 メー

トルから標高 629.5 メートルまでの容量 1,210,000 立方メートルを利用して行うものとする。 
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（流水の正常な機能の維持のための利用） 

第 10 条 流水の正常な機能の維持は、洪水期にあっては標高 605.0 メートルから標高 610.5 メー

トルまでの容量 750,000 立方メートルのうち最大 410,000 立方メートル、非洪水期にあっては

標高 605.0 メートルから標高 625.5 メートルまでの容量 3,930,000 立方メートルのうち最大

3,610,000 立方メートルを利用して行うものとする。 

（水道用水供給のための利用） 

第 11 条 水道用水の供給は、洪水期にあっては標高 605.0 メートルから標高 610.5 メートルまで

の容量 750,000立方メートルのうち最大 340,000立方メートル、非洪水期にあっては標高 605.0

メートルから標高 625.5 メートルまでの容量 3,930,000 立方メートルのうち最大 320,000 立方

メートルを利用して行うものとする。 

（発電のための利用） 

第 12 条 発電は、第 9 条、第 10 条、第 11 条及び第 18 条に規定する放流による流水を使用

する場合に限るものとし、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給に支障を与えないよ

うに行うものとする。 

 

 

  
第４章 洪 水 調 節 等

 

（洪水警戒体制） 

第 13 条 深城ダム管理事務所長（以下「所長」という。）は、洪水が予想されるときは、細則で

定めるところにより洪水警戒体制を執らなければならない。 

（洪水警戒体制時における措置） 

第 14 条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときには、直ちに次に掲げる措置を執

らなければならない。 

一 細則で定める関係機関との連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にするこ

と。 

二 予備電源設備の試運転、その他洪水調節を行うに関し必要な措置。 

（洪水調節等） 

第 15 条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、次の各号に定める方法により行うものとす

る。 

一 洪水期において水位が制限水位を超える場合は、洪水期常用洪水吐からの自然放流。 

二 非洪水期において水位が常時満水位を超える場合は、非洪水期常用洪水吐からの自然放流。 

（洪水調節等の後における水位の低下） 

第 16 条 前条の規定により洪水調節及び洪水に達しない流水の調節を行った後においては、洪水

期にあっては洪水期常用洪水吐からの自然放流により水位を制限水位に、非洪水期にあっては

非洪水期常用洪水吐からの自然放流により水位を常時満水位に低下させるものとする。 

（洪水警戒体制の解除） 

第 17 条 所長は、洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認める場合は、これを解除しなけ

ればならない。 

 

  
第５章 貯留された流水の放流

 

（貯留された流水を放流することができる場合） 

第 18 条 ダムによって貯留された流水は、規則第 15 条、規則第 16 条、規則第 21 条及び規則第

22 条の規定による場合のほか、次の各号の一に該当する場合に放流を行うことができる。 

一 第８条に掲げる期間に移行するに際し、水位を当該制限水位に低下させるとき。 

二 第 26 条の規定により、ダム本体等の点検又は整備を行うため特に必要があるとき。 
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三 前 2 号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない理由がある場合で細則に定めるとき。 

２ 前項各号の一に該当する場合の放流量の限度は、毎秒 6.0 立方メートルとする。 

（放流の原則） 

第 19 条 所長は、放流管から放流を行う場合には、放流により下流に急激な水位変動を生じない

よう努めるものとする。 

（放流量） 

第 20 条 ダムから放流を行う場合の放流量は、規則第 15 条、規則第 16 条、規則第 18 条第２項、

規則第 21 条、及び規則第 22 条の規定による場合にあっては当該規定に定める量、その他の場

合にあっては流入量に相当する量を超えてはならない。 

（流水の正常な機能の維持のための放流） 

第 21 条 所長は、流水の正常な機能の維持のため必要があると認める場合には、ダム直下及び田

無瀬地点において別表に定める水量を確保できるよう、ダムから必要な流水の放流を行わなけ

ればならない。 

（水道用水の供給のための放流） 

第 22 条 所長は、水道用水の供給のため必要があると認める場合には、田無瀬地点において毎秒 

0.209 立方メートルの水量を確保できるよう必要な流水をダムから放流しなければならない。 

 ただし、水道用水の供給のための放流は、河川法第 23 条の規定に基づく水利使用の許可の範

囲内とするものとする。 

（発電所の使用水） 

第 23 条 所長は、ダムから放流する流水のうち、第 12 条の規定の範囲で、最大毎秒 1.0 立

方メートルを深城発電所（山梨県企業局）の使用水とするこができる。 

（放流に関する通知等） 

第 24 条 所長は、ダムから放流を行うことにより流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合

において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、細則で定めると

ころにより関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を執らなければなら

ない。 

（ゲート及びバルブの操作） 

第 25 条 ダムから放流を行う場合のゲート等の操作については、細則で定める。 

 

  
第６章 点検、整備等

 

（計測、点検及び整備） 

第 26 条 所長は、細則に定める基準により、ダム本体、貯水池、ダムに係る施設等を常に良好に

保つため必要な計測、点検及び整備を行わなければならない。 

（観 測） 

第 27 条 所長は、細則で定める基準により、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行

わなければならない。 

（記 録） 

第 28 条 所長は、ゲート等を操作し、第 26 条の規定による計測、点検及び整備を行い並びに前

条の規定による観測を行ったときは、細則で定める事項を記録しておかなければならない。 

 

  
第７章 雑     則

 

（細 則） 

第 29 条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な手続き、その他の細則は、

山梨県知事が定める。 
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附         則 

 この規則は、平成 24 年 1 月 25 日から適用する。 

 

 

別表（第 21 条関係）             （単位：毎秒立方メートル） 

地点名 期   間 流量(3･/ｓ) 

ダム地点 

1 月 1 日～1 月 31 日 0.39 

2 月 1 日～5 月 31 日 0.84 

6 月 1 日～12 月 31 日 0.39 

田無瀬地点 

1 月 1 日～3 月 31 日 0.52 

4 月 1 日～5 月 31 日 1.45 

6 月 1 日～6 月 11 日 1.62 

6 月 12 日～6 月 15 日 1.84 

6 月 16 日～6 月 30 日 1.79 

7 月 1 日～9 月 5 日 0.8  

9 月 6 日～9 月 30 日 0.79 

10 月 1 日～12 月 31 日 0.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
－325－



深深城ダム操作細則 

 

 

（通 則） 

第 1 条 深城ダムの操作については、深城ダム操作規則に定めるもののほか、この細則の定める

ところによる。 

（流入量） 

第２条 規則第３条に規定する流入量は、規則第５条に規定する水位上昇又は低下の割合から、

次の式によって算出するものとする。 

 Ｑ＝（Ｖ1＋Ｖ2）/Ｔ 

  Ｑ ：流入量（単位：毎秒立方メートル） 

  Ｖ1：単位時間に増減した貯留量（単位：立方メートル） 

  Ｖ2：単位時間に放流を行った総放流量（単位：立方メートル） 

  Ｔ ：単位時間（単位：秒） 

（洪水警戒体制） 

第３条 規則第 13 条に規定する細則に定める場合とは、次の各号の一に該当し、所長が必要と認

めたときとする。 

一 深城ダムの流域内のいずれかの雨量観測所において、降り始めからの雨量が 80 ミリメート

ルに達したとき。 

二 甲府地方気象台から山梨県大月市において、降雨に関する注意報又は警報が発せられ、洪

水の発生が予想されるとき。 

三 その他、洪水の発生が予想されるとき。 

２ 所長は規則第 13 条の規定により洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、

配置、その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。 

（関係機関） 

第４条 規則第 14 条第 1 号に規定する関係機関とは、別表第 1 に掲げる関係機関とする。 

（洪水警戒体制の解除） 

第５条 規則第 17 条に規定する洪水警戒体制を解除する場合とは、流入量が毎秒 40 立方メート

ル以下に減少し、かつ、放流量が毎秒 80 立方メートル以下に減少し、気象、水象状況からも洪

水警戒体制を維持する必要がなくなった場合とする。 

２ 洪水警戒体制を解除したときは、規則第 14 条第 1 号に規定する関係機関に連絡するものとする。 

（貯留された流水の放流を行うことができる場合） 

第６条 規則第 18 条第 1 項第３号に規定する場合は、次の各号の一に該当するときとする。 

一 ダム本体及び貯水池等について、調査又は補修のため必要があるとき。 

二 その他、特に必要があるとき。 
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（放流の原則） 

第７条 規則第 19 条に規定するダムからの放流の方法は、次に定めるところによらなければならない。 

放流直前における放流量 10 分間における放流量の増加割合 

1.0 3･/ｓ未満 0.4 3･/ｓ以下3･/ｓ 

1.0 3･/ｓ以上 2.0 3･/ｓ未満 0.7 3･/ｓ以下3･/ｓ 

2.0 3･/ｓ以上 4.0 3･/ｓ未満 1.0 3･/ｓ以下3･/ｓ 

4.0 3･/ｓ以上 6.0 3･/ｓ未満 1.3 3･/ｓ以下3･/ｓ 

２ 所長は、気象、水象、その他の状況により特に必要があると認める場合には、前項によらな

いことができる。 

（放流に関する通知を行う場合） 

第８条 所長は、次の各号の一に該当する場合は、規則第 24 条の規定により放流に関する通知及

び一般に対し周知させるための措置をとらなければならない。 

一 規則第 15 条の規定により放流を行い、下流に急激な水位の上昇を生じると予想されると

き。 

二 水位が非常用洪水吐を超えると予想されるとき。 

三 第７条第２項の規定により、やむを得ず放流し、下流に急激な水位の上昇が予想されると

き。 

（放流に関する通知等を行う範囲） 

第９条 規則第 24 条に規定する関係機関は、別表第 1 に掲げる機関とする。 

２ 規則第 24 条に規定する、一般に対し周知させるための必要な措置は、ダム地点から六ツ原橋

地点までの必要と認められる区間について行うものとする。 

（放流に関する通知等を行うとき） 

第 10 条 所長は、第８条の各号の一に規定する場合において、放流に関する通知等を行うときは、

次の各号に定める時刻に行わなければならない。 

一 関係機関への通知は、第８条各号の一に該当する約 1 時間前。 

二 各警報局（別表第２）による警報は、下流の各地点において、河川水位の急激な水位の上

昇が生じると予想される約 30 分前から。 

（警報局による警報の方法） 

第 11 条 所長は、次に定める方法によりサイレンを吹鳴させるものとする。またスピーカによる

方法はサイレン吹鳴に続いて行い、水位の上昇見込み等を一般に周知させるものとする。 

50 秒
 

10 秒
 

50 秒
 

10 秒
 

50 秒
 

10 秒
 

50 秒
 

吹鳴 休止 吹鳴 休止 吹鳴 休止 

 

3 分 50 秒 

警報車による警報の方法） 

第 12 条 所長は、次に定める方法により、警報車による警報を行わなければならない。 

一 警報車に設置したスピーカにより河川の水位の上昇等の見込みを一般に周知させるものとす

る。 

二 前号のほか、警報車に設置したサイレンを必要に応じて吹鳴させるものとする。 

三 警報車により警報を実施する範囲は、ダム地点から浅川合流点までの必要と認められる区

間について行うものとする。 
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（ゲート及びバルブの名称） 

第 13 条 ゲート及びバルブ（以下「ゲート等」という。）の名称は、次の各号に定めるところに

よるものとする。 

一 常用洪水吐のうち、制限水位に敷高を一致させたオリフィスゲートを洪水期常用洪水吐ゲ

ートという。 

二 常用洪水吐のうち、常時満水位に敷高を一致させたオリフィスゲートを非洪水期常用洪水

吐ゲートという。 

三 本条第 1 号及び第２号に規定するゲートは兼用するものとし、総称して常用洪水吐ゲートとい

う。 

四 取水設備の上部にある円形多段式ゲート（全 4 段扉）を選択取水ゲートといい、同設備の

基礎部にあるローラーゲートを制水ゲートという。 

五 取水設備の底部にあるローラーゲートを底部取水ゲートという。 

六 低水放流主バルブ室において、直径 700 ミリメートルの常用低水放流管の下流側にあるジ

ェットフローゲートを低水放流主バルブ、上流側にあるスルースバルブを低水放流予備バル

ブといい、総称して低水放流バルブという。 

七 低水放流バルブ室において、直径 250 ミリメートルの維持管理用低水放流管の下流側にあ

るジェットフローゲートを維持管理用低水放流主バルブ、上流側にあるスルースバルブを維

持管理用低水放流予備バルブといい、総称して維持管理用低水放流バルブという。 

八 低水放流管より分岐した、発電施設用放流管にある、発電事業者（山梨県企業局）が設置

した、直径 600 ミリメートルのバタフライゲートを発電施設用バルブという。 

（洪水期常用洪水吐ゲートの操作） 

第 14 条 洪水期常用洪水吐ゲートの操作は、次の各号に定めるところによる。 

一 規則第４条第 1 号の洪水期間にあっては、常に全開しておくものとする。 

二 規則第４条第２号の非洪水期間にあっては、常に全閉しておくものとする。 

三 規則第 18 条第 1 項各号の規定により、洪水期常用洪水吐から放流を行うとき、又は規則第

26 条の規定により、洪水期常用洪水吐ゲートの点検又は整備を行うため必要があるときに

は、前各号の規定によらないことができる。 

（非洪水期常用洪水吐ゲートの操作） 

第 15 条 非洪水期常用洪水吐ゲートの操作は、次の各号に定めるところによる。 

一 規則第４条第 1 号の洪水期間にあっては、常に全閉しておくものとする。 

二 規則第４条第２号の非洪水期間にあっては、常に全開しておくものとする。 

三 規則第 26 条の規定により、非洪水期常用洪水吐ゲートの点検又は整備を行うため必要があ

るときには、前各号の規定によらないことができる。 

（選択取水ゲートの操作） 

第 16 条 選択取水ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、一定の越流水深を保つように操作す

るものとする。 

一 規則第 26 条の規定により、点検及び整備を行う必要があるとき。 

二 規則第 18 条の規定により、放流を行う必要があるとき。 

三 その他、必要があるとき。 
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（制水ゲートの操作） 

第 17 条 制水ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 

一 規則第 26 条の規定により、低水放流管、及び低水放流管ゲートの点検又は整備を行うため

必要があるとき。 

二 その他、必要があるとき。 

（底部取水ゲートの操作） 

第 18 条 底部取水ゲートは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全閉しておくものとする。 

一 規則第 18 条第２項の規定により放流する場合において、特に必要があるとき。 

二 その他、特に必要があるとき。 

（低水放流主バルブの操作） 

第 19 条 低水放流主バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全閉しておくものとする。 

一 規則第 18 条第 1 項第 1 号又は第２号、規則第 21 条又は規則第 22 条の規定によりダムから

放流を行う必要があるとき。 

二 その他、必要があるとき。 

（低水放流予備バルブの操作） 

第 20 条 低水放流予備バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。 

一 規則第 26 条の規定により、低水放流主バルブ又は常用低水放流管の点検又は整備を行うた

め必要があるとき。 

二 その他、必要があるとき。 

（維持管理用低水放流主バルブの操作） 

第 21 条 維持管理用低水放流主バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全閉しておくもの

とする。 

一 規則第 26 条の規定により、維持管理用低水放流主バルブの点検又は整備を行う必要があるとき。 

二 その他、必要があるとき。 

（維持管理用低水放流予備バルブの操作） 

第 22 条 維持管理用低水放流予備バルブは、次の各号に掲げる場合を除き、常に全開しておくも

のとする。 

一 規則第 26 条の規定により、維持管理用低水放流主バルブ又は維持管理用低水放流管の点検

又は整備を行う必要があるとき。 

二 その他、必要があるとき。 

（発電施設用バルブの操作） 

第 23 条 発電施設用バルブは、ダム施設の運用上又は保安上必要と認められる場合、ダム

操作室に設置する非常停止釦を操作することにより、全閉することができる。

（計測、点検及び整備） 

第 24 条 規則第 26 条に規定する計測は、別表第３に掲げる事項について行うものとする。 

２ 規則第 26 条に規定する点検及び整備は、次に掲げる事項について行うものとする。 

一 ダム本体、及び貯水池 

二 ゲート等 

三 ゲート等を操作するために必要な機械及び器具 

四 警報、通信連絡、観測等のために必要な設備 

五 監視及び湖内作業のために必要な船舶 

六 警報のために必要な車両 

七 前各号に掲げるものの操作のために必要な資材 

３ 地震発生後の臨時点検は、建設省「地震発生後のダム臨時点検実施要項」に従うものとする。 

（観 測） 
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第 25 条 規則第 27 条に規定する観測は、別表第４に掲げる事項について行うものとする。 

（記 録） 

第 26 条 規則第 28 条に規定する記録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 

一 ゲート等の操作 

二 第 24 条の規定による計測、点検及び整備結果 

三 第 25 条の規定による観測結果 

四 ダム及びダムの関連施設、貯水池及び貯水池上下流の被害状況並びに河床変動の状況 

五 放流に伴う警報及び連絡に関すること 

六 その他、特記すべき事項 

（報告事項） 

第 27 条 所長は、次の各号に掲げる場合は、すみやかにその状況を知事に報告しなければならな

い。 

一 規則第 13 条の規定により洪水警戒体制を執ったとき、及び規則第 17 条の規定により洪水

警戒体制を解除したとき。 

二 規則第 15 条の規定により洪水調節を行ったとき。 

三 ダム本体、付属施設、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。 

四 地震時に臨時点検を行ったとき。 

五 水位が標高 605.0 メートル以下に低下したとき。 

六 ダム管理月報及びダム管理年報。 

七 堆砂状況の調査を行ったとき。 

八 その他、必要な事項。 

（ダム管理年報の作成） 

第 28 条 所長は、別に定めるところにより、ダム管理年報を作成しなければならない。 

（雑 則） 

第 29 条 規則及び細則に定めるもののほか、この細則の実施のため必要な手続き、その他の要領

は、所長が定める。 

２ 前項について定め、又は変更したときは、知事に報告するものとする。 

 

附         則
 

 この細則は平成 29 年 2 月 1 日から適用する。 
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別表第 1（第４条、第９条、第 10 条関係） 

 

関  係  機  関 

機   関   名 所    在    地 連絡方法 

県 土 整 備 部 治 水 課 甲府市丸ノ内一丁目 6－1 加 入 電 話

国土交通省関東地方整備局

京 浜 河 川 事 務 所 
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 2－18－1 〃

東部地域広域水道企業団 大月市七保町下和田 415 〃

富 士 ・ 東 部 建 設 事 務 所 大月市大月町花咲 1608－3 〃

大 月 市 役 所 大月市大月二丁目 6－20 〃

上 野 原 市 役 所 上野原市上野原 3832 〃

大 月 警 察 署 大月市大月町真木 197－3 〃

大 月 市 消 防 本 部 大月市大月町花咲 1608-19 〃

甲 府 地 方 気 象 台 甲府市飯田四丁目 7－29 〃

神 奈 川 県 企 業 庁 利 水 局 

相模川水系ダム管理事務所 
神奈川県津久井郡城山町城山 2－9－1 〃

山梨県企業局発電総合制御所 甲斐市竜王新町 2277-3 〃

 

別表第２（第 10 条関係） 

警    報    局 

警報局名 所在地 概    要 操作方法 

深 城 ダ ム 警 報 局 大月市七保町瀬戸竹平 サイレン、スピーカ 無 線 

唐 澤 上 警 報 局 大月市七保町瀬戸唐澤 〃 〃 

竹 平 警 報 局 大月市七保町瀬戸竹平 〃 〃 

唐 澤 下 警 報 局 大月市七保町瀬戸唐澤 〃 〃 

大 澤 第 1 警 報 局 大月市七保町瀬戸大澤 〃 〃 

大 澤 第 2 警 報 局 大月市七保町瀬戸大澤 〃 〃 

和 田 警 報 局 大月市七保町瀬戸和田 〃 〃 

入 川 警 報 局 大月市七保町瀬戸入川 〃 〃 

中 ブ ロ 警 報 局 大月市七保町瀬戸中ブロ 〃 〃 

ヲモレ第 1 警報局 大月市七保町瀬戸ヲモレ 〃 〃 

ヲモレ第 2 警報局 大月市七保町瀬戸ヲモレ 〃 〃 

矢 坪 第 1 警 報 局 大月市七保町瀬戸矢坪 〃 無線、 有線 

矢 坪 第 2 警 報 局 大月市七保町瀬戸矢坪 〃 無 線 

井 戸 地 警 報 局 大月市七保町瀬戸井戸地 〃 〃 

六 ツ 原 警 報 局 大月市七保町瀬戸六ツ原 〃 〃 

宮 原 警 報 局 大月市七保町瀬戸宮原 〃 〃 
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別表第３（第 23 条関係） 

ダム計測項目 

 

計測項目 第 1 期 第２期 第３期 

漏 水 量 1 回/日 1 回/週 1 回/月 

変 形 1 回/日 1 回/週 1 回/月 

揚 圧 力 1 回/日 1 回/週 1 回/月 

間 隙 水 圧 1 回/日 1 回/週 1 回/月 

地 震 地     震     時 

 

注） 第 1 期：湛水開始から満水以後所要期間（2 ヶ月以上）を経過するまで 

    第２期：第 1 期経過後、ダム及び基礎岩盤の挙動が定常状態に達するまで 

    第３期：第２期経過以降 

 

別表第４（第 24 条関係） 

ダム観測項目 

 

観  測  項  目 備          考 

気 象 

天 気 毎日 9 時

気 温 常 時

気 圧 常 時

湿 度 常 時

風 向 常 時

風 速 常 時

降 水 量 常 時

積 雪 積雪時

水 象 

水 位 平常時、毎正時、洪水時、適時

流 入 量 平常時、毎正時、洪水時、適時

放 流 量 平常時、毎正時、洪水時、適時

水 温 毎日 1回

水 質 毎日 1回

堆 砂 毎日１回、洪水時適宜

結 氷 結氷時
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附表第 22 表-10 

 

河河口湖水門及びうそぶき水門操作規則 

 
 

 目  次 

  第 1 章  総則（第 1 条～第２条） 

  第２章  河口湖水門及びうそぶき水門の操作の方法等（第３条～第７条） 

  第３章  洪水警戒体制（第８条～第 10 条） 

  第４章  雑則（第 11 条～第 14 条） 

 

 

  
第 1 章 総     則

 

（趣旨） 

第1条 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川字高石1079番2地先相模川水系河口湖河口湖水門及び

山梨県南都留郡富士河口湖町浅川字片浜1309番1地先相模川水系河口湖うそぶき水門の操作に

ついては、この操作規則の定めるところによる。 

（操作の目的） 

第２条 河口湖水門及びうそぶき水門の操作は、河口湖の洪水の調節を行うことを目的とする。 

 

  
第２章 河口湖水門及びうそぶき水門の操作の方法等

 

（河口湖の水位を調節するための操作の方法） 

第３条 山梨県富士・東部建設事務所長（以下「建設事務所長」という。）は、山梨県南都留郡

富士河口湖町浅川字片浜 1309 番 1 地先相模川水系河口湖河口湖量水標において測定した水位

（以下「河口湖水位」という。）を次の各号に掲げる期間において、それぞれ当該各号に定め

る水位以下となるようにうそぶき水門のゲートを操作するものとする。 

一 ６月 1 日から 10 月 31 日までの期間は、標高 832.025 メートルとすること。 

二 11 月 1 日から翌年 5 月 31 日までの期間は、標高 832.525 メートルとすること。 

２ 建設事務所長は、第 1 項第二号に定める期間内に同項第一号に定める水位以下となるように

山梨県県土整備部長（以下「部長」という。）の定めるところにより、うそぶき水門のゲート

を操作するものとする。 

３ 建設事務所長は、前項により河口湖水位を第 1 項各号に定める水位以下となるようにうそぶ

き水門のゲートを操作するときは、河口湖水門のゲートを全閉しておくものとする。 

４ 建設事務所長は、前項によりうそぶき水門のゲートを操作する場合においては、うそぶき水

門からの放流量を毎秒 7.79 立方メートル以下とし、うそぶき水門の下流の水位に急激な変動を

生じないようにするものとする。 

（洪水時における操作の方法） 
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第４条 建設事務所長は、前条第 1 項により河口湖水位が前条第 1 項各号に定める水位以下とな

るようにうそぶき水門のゲートを操作している場合において、うそぶき水門からの放流量が毎

秒 7.79 立方メートルに達し、河口湖水位を前条第 1 項各号に定める水位以下に保つことができ

なくなったときは、うそぶき水門より毎秒 7.79 立方メートルを放流するようにうそぶき水門の

ゲートを操作し、河口湖水門のゲートを開き河口湖水位を前条第 1 項各号に定める水位マイナ

ス 0.1 メートルから当該各号に定める水位の間に保つように操作するものとする。 

２ 建設事務所長は、前項及び次項により河口湖水位を前条第 1 項各号に定める水位マイナス 

0.1 メートルから当該各号に定める水位の間に保つように河口湖水門のゲートを操作している

場合において、河口湖水門からの放流量が毎秒 22.21 立方メートルに達し、河口湖水位を前条

第 1 項各号に定める水位以下に保つことができなくなったときは、河口湖水門より毎秒 22.21

立方メートルを放流するように河口湖水門のゲートを操作するものとする。 

３ 建設事務所長は、前項により河口湖水門より毎秒 22.21 立方メートルを放流するように河口

湖水門のゲートを操作している場合において、河口湖水位が前条第 1 項各号に定める水位以下

になったときは、河口湖水位を前条第 1 項各号に定める水位マイナス 0.1 メートルから当該各

号に定める水位の間に保つように河口湖水門のゲートを操作するものとする。 

４ 建設事務所長は第 1 項及び第３項により河口湖水位を前条第 1 項各号に定める水位マイナス 

0.1 メートルから当該各号に定める水位の間に保つように河口湖水門のゲートを操作している

場合において、河口湖水門のゲートが全閉となったときは、第３条に定めるところによりうそ

ぶき水門のゲートを操作するものとする。 

５ 建設事務所長は、第 1 項、第３項及び第４項により河口湖水門のゲートを操作する場合にお

いては、河口湖水門の下流の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。 

（操作の方法の特例） 

第５条 建設事務所長は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において前 2

条に規定する方法以外の方法により河口湖水門及びうそぶき水門を操作することができるもの

とする。 

（放流に関する通知等） 

第６条 建設事務所長は、第４条により河口湖水門のゲートを開き、河口湖水門より放流を開始

するときは、事務所長の定めるところにより、あらかじめ関係機関に通知するとともに一般に

警告するものとする。（操作に関する記録） 

第７条 建設事務所長は、河口湖水門及びうそぶき水門を操作したときは、次に掲げる事項を記

録しておくものとする。 

一 操作の開始及び終了の年月日及び時刻。 

二 気象及び水象の状況。 

三 操作したゲートの名称及び開度、ゲート操作による放流量及び河口湖水位の状況。 

四 操作の際に行なった通知及び警告の状況。 

五 第５条に該当するときは、操作の理由。 
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六 その他参考となるべき事項。 

 

  
第３章 洪水警戒体制

 

（洪水警戒体制の実施） 

第８条 建設事務所長は、次の各号の一に該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入るものとす

る。 

一 甲府地方気象台から富士五湖地方の大雨及び洪水に関する警報の伝達を受けたとき。 

二 その他洪水が発生するおそれがあると認めるとき。 

（洪水警戒体制時における措置） 

第９条 建設事務所長は、洪水警戒体制においては、次の各号の措置をとるものとする。 

一 洪水時において河口湖水門及びうそぶき水門を適切に管理することができる要員を確保す

ること。 

二 河口湖水門及びうそぶき水門のゲート並びにゲート等を操作するため必要な機械及び器具

の点検（予備電源設備の試運転を含む。）及び整備を行うこと。 

三 河口湖水門及びうそぶき水門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並び

に情報の収集を密にすること。 

（洪水警戒体制の解除） 

第 10 条 建設事務所長は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそ

れがなくなったときは、洪水警戒体制を解除するものとする。 

 

  
第４章 雑     則

 

（点検及び整備） 

第 11 条 建設事務所長は、河口湖水門及びうそぶき水門及びこれらを操作するため必要な機械、

器具等については、県土整備部長の定めるところにより点検、整備を行い、これらを常に良好

な状態に保つものとする。 

（観 測） 

第 12 条 建設事務所長は河口湖水位その他河口湖水門及びうそぶき水門を操作するため必要な

事項を、県土整備部長の定めるところにより、観測するもとのする。 

（日報等） 

第 13 条 建設事務所長は、河口湖水門及びうそぶき水門の管理に関する事項については、県土整

備部長の定めるところにより、日報、月報及び年報を作成し、これらを保存するものとする。 

（県土整備部長への委任） 

第 14 条 この操作規則に定めるもののほか、この操作規則の実施のため必要な事項は、県土整備

部長が定める。 

 

  
附         則

 

この規則は、平成 5 年 11 月 15 日から適用する。

 
－335－



河河口湖水門及びうそぶき水門操作細則 

 

（通 則） 

第1条 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川字高石1079番２地先相模川水系河口湖河口湖水門及び

山梨県南都留郡富士河口湖町浅川字片浜 1309 番１地先相模川水系河口湖うそぶき水門の操作

については、河口湖水門及びうそぶき水門操作規則（平成 年山梨県告示第 号）（以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。 

（河口湖の水位を調節するための操作の方法） 

第２条 規則第３条第 1 項に規定するうそぶき水門のゲートの操作は 10 分間隔で行うものとし、

次の各号に定めるところにより操作するものとする。 

一 規則第３条第 1 項第一号に規定する期間におけるうそぶき水門のゲートの操作は、うそぶ

き水門のゲートが次に掲げる表の左欄各項に定める開度である場合において、河口湖水位が

標高 831.925 メートル未満であるとき（東京電力 リニューアブルパワー(株)駒橋事業所長が

発電のためにうそぶき水門のゲートを操作している場合において、河口湖水位が標高

832.025 メートル未満であるときを除く。）は中欄各項に定める開度、標高 832.025 メート

ル以上であるときは右欄各項に定める開度にすること。 

 

う そ ぶ き 水 門 の ゲ ー ト の 

開 度 状 況 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

河 口 湖 水 位 が 標 高 

8 3 1 . 9 2 5 メ ー ト ル 未 満 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

河 口 湖 水 位 が 標 高 

8 3 2 . 0 2 5 メ ー ト ル 以 上 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

 0  0  5 

 5  0  10 

 10  5  20 

 20  10  35 

 35  20  50 

 50  35  63 

 63  50  63 

 

二 規則第３条第 1 項第二号に規定する期間におけるうそぶき水門のゲートの操作は、うそぶき

水門のゲートが次に掲げる表の左欄各項に定める開度である場合において、河口湖水位が標高

832.425 メートル未満であるとき（東京電力 リニューアブルパワー(株)駒橋事業所長が発電のた

めにうそぶき水門のゲートを操作している場合において、河口湖水位が標高 832.525 メートル未

満であるときを除く。）は中欄各項に定める開度、標高 832.525 メートル以上であるときは右欄

各項に定める開度にすること。 
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う そ ぶ き 水 門 の ゲ ー ト の 

開 度 状 況 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

河 口 湖 水 位 が 標 高 

8 3 2 . 4 2 5 メ ー ト ル 未 満 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

河 口 湖 水 位 が 標 高 

8 3 2 . 5 2 5 メ ー ト ル 以 上 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

 0  0  5 

 5  0  10 

 10  5  20 

 20  10  30 

 30  20  50 

 50  30  57 

 57  50  57 

 

２ 規則第３条第２項に規定するうそぶき水門のゲートの操作は、5 月 11 日から行うものとし、

うそぶき水門からの放流量を別紙第 1 の放流増加曲線の範囲内で操作するものとする。 

（洪水時における操作の方法） 

第３条 規則第４条第1項及び第３項に規定する河口湖水門のゲートの操作は10分間隔で行うも

のとし、次の各号に定めるところにより河口湖水門及びうそぶき水門のゲートを操作するもの

とする。 

一 規則第３条第 1 項第一号に規定する期間における河口湖水門のゲートの操作は、河口湖水

門のゲートが次に掲げる表の左欄各項に定める開度である場合において、河口湖水位が標高

831.925 メートル未満であるときは中欄各項に定める開度、標高 832.025 メートル以上であ

るときは右欄各項に定める開度にするものとし、うそぶき水門のゲートの開度は別紙第２に

掲げるゲート開度にしておくこと。 

 

河 口 湖 水 門 の ゲ ー ト の 

開 度 状 況 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

河口湖水位が標高 831.92 5 

メ ー ト ル 未 満 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

河 口 湖 水 位 が 標 高 8 3 2 . 0 2 5 

メ ー ト ル 以 上 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

 0  0  10 

 10  0  20 

 20  10  35 

 35  20  55 

 55  35  75 

 75  55  110 

 110  75  157 

 157  110  157 

二 規則第３条第 1項第二号に規定する期間における河口湖水門のゲートの操作は、河口湖

水門のゲートが次に掲げる表の左欄各項に定める開度である場合において、河口湖水位が標

高 832.425 メートル未満であるときは中欄各項に定める開度、標高 832.525 メートル以上で

あるときは右欄各項に定める開度にするものとし、うそぶき水門のゲートの開度は別紙第２

に掲げるゲート開度にしておくこと。
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河 口 湖 水 門 の ゲ ー ト の 

開 度 状 況 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

河 口 湖 水 位 が 標 高 

8 3 2 . 4 2 5 メートル未満 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

河 口 湖 水 位 が 標 高 

8 3 2 . 5 2 5 メ ー ト ル 以 上 

（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

 0  0  10 

 10  0  20 

 20  10  30 

 30  20  45 

 45  30  65 

 65  45  85 

 85  65  112 

 112  85  112 

 

２ 規則第４条第２項に規定する河口湖水門及びうそぶき水門のゲートの操作は 10 分間隔で行

うものとし、別紙第２に掲げる河口湖水位に応じたゲート開度とするものとする。 

（関係機関） 

第４条 規則第６条の規定による関係機関は、別紙第３に掲げる機関とする。 

（放流に関する関係機関への通知） 

第５条 建設事務所長は、河口湖水門のゲートを操作し放流を開始する 1 時間前までに別紙第３

に掲げる関係機関に、通知しなければならない。 

（放流に関する一般への警告） 

第６条 規則第６条の規定による一般への警告は、次の各号に定めるところにより行うものとす

る。 

一 別紙第４に掲げる警報所における警報は、河口湖水門のゲートを操作し放流を開始する 30

分前にサイレンを 1 分間吹鳴、15 秒間休止、1 分間吹鳴し、６分前に 1 分間吹鳴、15 秒間休

止、1 分間吹鳴、15 秒間休止、1 分間吹鳴して行うこと。 

 また、警報所のスピーカーによる警告は、サイレン吹鳴終了に続いて行うこと。 

二 警報車による警報は、嘯治水トンネル出口から深山橋（桂川合流点直下流）までの間につ

いて、河口湖水門のゲートを操作し放流を開始する 30 分前から警報車に設置したスピーカー

により行うこと。また、必要に応じて警報車に設置したサイレンを吹鳴すること。 

（洪水警戒体制における措置） 

第７条 規則第９条第一号に規定する洪水警戒体制時における職員の呼集、業務分担、配置その

他必要な事項については、所長の定めるところによるものとする。 

（関係機関との連絡） 

第８条 規則第９条第三号に規定する関係機関は、別紙第３に掲げる機関とする。 

（洪水警戒体制の解除） 

第９条 規則第 10 条に規定する洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生する

おそれがなくなったときとは、規則第３条によりうそぶき水門のゲートを操作している場合に

おいて、うそぶき水門からの放流量が減少したときをいうものとする。 
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（点検及び整備） 

第 10 条 規則第 11 条に規定する点検及び整備は、河口湖水門及びうそぶき水門整備点検要領に

より行うものとする。 

（観 測） 

第 11 条 規則第 12 条に規定する観測は、別紙第５に掲げる事項について行うものとする。 

（日報等） 

第 12 条 規則第 13 条に規定する日報、月報及び年報には、次の各号に掲げる事項を記載するも

のとする。 

一 ゲートの操作に関する記録。 

二 気象及び水象に関する観測記録。 

三 点検及び整備に関する事項。 

四 その他。 

２ 前項の日報、月報及び年報は、別紙第６、別紙第７、別紙第８に掲げるとおりとする。 

（異常時における報告） 

第 13 条 建設事務所長は、次の各号に掲げる場合においては、速やかにその状況を山梨県県土整

備部長（以下「部長」という。）に報告するものとする。 

一 規則第５条に規定する操作を行ったとき。 

二 河口湖水門及びうそぶき水門の本体及び付属施設に異常を認めたとき。 

三 その他事故等が発生したとき。 

（所長への委任） 

第 14 条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施のため必要な事項は、所長が定める。 

 

  
附          則

 

 この細則は、平成 5 年 11 月 15 日から適用する。 
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別紙第 1（第２条関係） 

放 流 増 加 曲 線 
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別紙第２（第３条関係） 

 

河口湖水位別うそぶき水門ゲート開度及び河口湖水門ゲート開度 

  
河 口 湖 水 位 
（ メ ー ト ル ） 

 
うそぶき水門のゲート開度 
（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

 
河 口 湖 水 門 の ゲ ー ト 開 度 
（ セ ン チ メ ー ト ル ） 

834.525 
834.475 
834.425 
834.375 
834.325 
834.275 
834.225 
834.175 
834.125 
834.075 
834.025 

43  
44  
44  
44  
44  
45  
45  
45  
45  
46  
46  

66  
66  
67  
68  
68  
69  
69  
70  
71  
71  
72  

833.975 
833.925 
833.875 
833.825 
833.775 
833.725 
833.675 
833.625 
833.575 
833.525 

46  
47  
47  
47  
47  
48  
48  
48  
49  
49  

73  
74  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  

833.475 
833.425 
833.375 
833.325 
833.275 
833.225 
833.175 
833.125 
833.075 
833.025 

49  
50  
50  
50  
51  
51  
51  
52  
52  
53  

82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
90  
91  
92  

832.975 
832.925 
832.875 
832.825 
832.775 
832.725 
832.675 
832.625 
832.575 
832.525 

53  
53  
54  
54  
55  
55  
56  
56  
57  
57  

94  
96  
97  
99  

101  
103  
105  
107  
109  
112  

832.475 
832.425 
832.375 
832.325 
832.275 
832.225 
832.175 
832.125 
832.075 
832.025 

58  
58  
59  
59  
60  
60  
61  
62  
62  
63  

115  
118  
121  
125  
129  
133  
138  
143  
150  
157  

 

注）うそぶき水門から最大 7.79 3･/ｓ、河口湖水門から最大 22.21 3･/ｓ放流時のゲート開度 
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別紙第３（第４条、第５条及び第８条関係）

関  係  機  関 

区  分 機  関  名 備    考 

国 土 交 通 省 
国土交通省関東地方整備局京浜河川事務

所

 

山 梨 県 富士・東部建設事務所  

市 町 村 

富士吉田市  

西桂町  

都留市  

大月市  

富士河口湖町  

警 察 署 
富士吉田警察署  

大月警察署  

民   間 
東京電力リニューアブルパワー（株）駒橋

事業所

 

 

別紙第４（第６条関係） 

警    報    所 

名  称 位    置 備    考 

第 1 警報所 
山梨県南都留郡富士河口湖町浅川字 

高石 1079－2 番地先 

河口湖警報局 

第２警報所 
山梨県富士吉田市新倉旭町地先 

 

うそぶき川警報局 

第３警報所 
山梨県富士吉田市下吉田新町 3 丁目 

地先 

宮川警報局 

第４警報所 
山梨県富士吉田市下吉田富士見町下 

の水地先 

相模川警報局 

 

別紙第５（第 11 条関係） 
観  測  項  目 

観 測 項 目 単位 備     考 

河口湖時刻雨量 ㎜  

河口湖水位 ｍ  

うそぶき水門開度 ㎝  

うそぶき水門放流量 3･/ｓ  

河口湖水門開度 ㎝  

河口湖水門放流量 3･/ｓ  

河

川

水

位 

トンネル出口 ｍ 放水路流量観測局 

中央高速橋 ｍ うそぶき川水位観測局 

宮川・うそぶき川合流点 ｍ 宮川上流水位観測局 

宮川橋 ｍ 宮川水位観測局 

昭和橋 ｍ 入山川合流点水位観測局 

月光橋 ｍ 中沢川合流点水位観測局 

深山橋 ｍ 相模川水位観測局 
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附表第23表

　　中北建設事務所水防支部

河 川 名 名　　称 位　　　置 管 理 者 通信方法 構　造 備　考

荒 川 1 の 堰 水 門 甲斐市牛句地内 甲 斐 市 長 （055）277－3112 手動巻上式 かんがい用

荒 川 2 の 堰 水 門 甲斐市島上条地内 甲 斐 市 長 （055）277－3112 手動巻上式 かんがい用

荒 川 3 の 堰 水 門 甲斐市島上条地内 甲 斐 市 長 （055）277－3112 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 三 ケ 村 堰 用 水 南アルプス市下高砂 下 高 砂 自 治 会 長 (055)285-3864 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川
桝 形 水 道 用
水 樋 門

南アルプス市上今諏訪地
内

南 ア ル プ ス 市
建 設 部

農林土木課
（055）282－6259

自然取入れ かんがい用

釜 無 川 農 工 団 地 水 門
南アルプス市下今諏訪地
内

建設部道路整備課 (055)282-6368 手動巻上式 排 水

御 勅 使 川 四ヶ圦堰取入口 南アルプス市駒場地内 四 ヶ 圦 堰 組 合 長 (055)285-6639 手動巻上式 排 水

御 勅 使 川 下 圦 堰 取 入 口 南アルプス市駒場地内 飯野新田自治会長 (055)285-1521 手動巻上式 排 水

御 勅 使 川 下 圦 堰 南アルプス市駒場地内 飯野新田自治会長 (055)285-1521 手動巻上式 排 水

井 路 縁 川 落 合 水 門 南アルプス市荊沢 建設部道路整備課 (055)282-6368 自動巻上式 排 水

御 勅 使 川 穴 堰 取 水 口 南アルプス市野牛島地区 野牛島土地改良区 （055）285-0845 自動巻上式 かんがい用

五 明 川 五 明 水 門 南アルプス市東南湖 建設部道路整備課 (055)282-6368 自動巻上式 排 水

横 川 横 川 水 門 南アルプス市東南湖 建設部道路整備課 (055)282-6368 自動巻上式 排 水

横 川 横 川 上 流 堰 南アルプス市東南湖 建設部道路整備課 (055)282-6368 自動巻上式 かんがい用

深 沢 川 上宮地大頭首工 南アルプス市上宮地田頭 上 宮 地 組 合 長
農協曲輪田事務所

（055）282－2008
自然取入れ かんがい用

深 沢 川 小笠原水路水門
南アルプス市小笠原柿平
地先

小 笠 原 組 合 長
農協小笠原事務所

（0552）82－3211
手動巻上式 かんがい用

高 室 川
曲 輪 田
北 原 頭 首 工

南アルプス市曲輪田横久
根

曲 輪 田 組 合 長
農協曲輪田事務所

（055）282－2008
自然取入れ かんがい用

高 室 川
曲 輪 田
井 詰 頭 首 工

南アルプス市曲輪田横久
根

曲 輪 田 組 合 長
農協曲輪田事務所

（055）282－2008
自然取入れ かんがい用

高 室 川
曲 輪 田 井 詰
第 2 頭 首 工

南アルプス市曲輪田井詰 曲 輪 田 組 合 長
農協曲輪田事務所

（055）282－2008
自然取入れ かんがい用

市 之 瀬 川
上 市 之 瀬
大 口 頭 首 工

南アルプス市上市之瀬 上 市 之 瀬 組 合 長
農協野之瀬事務所

（055）282－0449
自然取入れ かんがい用

市 之 瀬 川
中 野 下
杉 木 頭 首 工

南アルプス市中野下杉木 中 野 組 合 長
農協野之瀬事務所

（055）282－0449
自然取入れ かんがい用

市 之 瀬 川
下 市 之 瀬
畑 田 頭 首 工

南アルプス市下市之瀬畑
田

下 市 之 瀬 組 合 長
農協野之瀬事務所

（055）282－0449
自然取入れ かんがい用

大 和 川
曲 輪 田
大 和 頭 首 工

南アルプス市曲輪田大和 曲 輪 田 組 合 長
農協曲輪田事務所

（0552）82－2008
自然取入れ かんがい用

農業用取水堰および水門一覧表
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河 川 名 名　　称 位　　　置 管 理 者 通信方法 構　造 備　考

市 之 瀬 川
下 市 之 瀬
大 口 取 入 口

南アルプス市下市之瀬飲
堰

下 市 之 瀬 組 合 長
農協野之瀬事務所

（055）282－0449
自然取入れ かんがい用

市 之 瀬 川 大 畑 取 入 口
南アルプス市下市之瀬大
畑

下 市 之 瀬 組 合 長
農協野之瀬事務所

（055）282－0449
自然取入れ かんがい用

市 之 瀬 川 内 久 根 取 入 口
南アルプス市下市之瀬内
久根

下 市 之 瀬 組 合 長
農協野之瀬事務所

（055）282－0449
自然取入れ かんがい用

釜 無 川 一 本 杉 頭 首 工 南アルプス市鏡中条
南 ア ル プ ス 市
建 設 部

農林土木課
（055）282－6259

電動巻上式 かんがい用

釜 無 川 第 5番用水樋門 南アルプス市下高砂道下 下 高 砂 自 治 会 長 (055)285-3864 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 下河原用水樋管 南アルプス市鏡中条
鏡 中 条 将 監
水 利 組 合

055（283）0656 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 第 2番用水樋門 南アルプス市鏡中条
鏡 中 条 将 監
水 利 組 合

055（283）0656 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 高 岩 頭 首 工 甲斐市竜王字片瀬地先
竜 王 土 地 改 良 区
理 事 長

（055）276－2111 機 械 巻 上 かんがい用

釜 無 川 上 堰 頭 首 工
甲斐市竜王字下河原地
先

竜 王 土 地 改 良 区
理 事 長

（055）276－2111 機 械 巻 上 かんがい用

釜 無 川 新 水 道 取 水 口
甲斐市
西八幡字上河除附地先

竜 王 土 地 改 良 区
理 事 長

（055）276－2111 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 第 １ 集 水 暗 渠
甲斐市竜王字下河原地
先

竜 王 土 地 改 良 区
理 事 長

（055）276－2111 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 第 ２ 集 水 暗 渠
甲斐市
西八幡字五本松地先

竜 王 土 地 改 良 区
理 事 長

（055）276－2111 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 第 ３ 集 水 暗 渠 甲斐市竜王字西裏地先
竜 王 土 地 改 良 区
理 事 長

（055）276－2111 手動巻上式 かんがい用

貢 川 沖 田 取 水 甲斐市竜地字沖田地先
竜 王 土 地 改 良 区
理 事 長

（055）276－2111 手動巻上式 かんがい用

荒 川 西 下 条 堰 甲府市大里町
西下条自治会土木

部
(055)241-5016 転倒ゲート かんがい用

荒 川 東 下 条 堰 甲府市中町 東 下 条 農 事 組 合 (055)241-2338 転倒ゲート かんがい用

荒 川 下 今 井 堰 甲府市上今井町 下 今 井 農 事 組 合 (055)220-2326 転倒ゲート かんがい用

荒 川 中 町 堰 甲府市中町 中 町 農 事 組 合 (055)241-4634 転倒ゲート かんがい用

荒 川 中 条 堰 甲府市大里町 中条自治会環境部 (055)243-4550 転倒ゲート かんがい用

荒 川 小 瀬 堰 甲府市住吉二丁目
小 瀬 農 事 組 合
上 今 井 農 事 組 合

(055)241-2635
(055)241-2817

転倒ゲート かんがい用

荒 川 住 吉 第 一 堰 甲府市相生三丁目 下小河原水利組合
（055）241－3721
（055）241－5877
（055）237－9183

転倒ゲート かんがい用

荒 川 住 吉 第 二 堰 甲府市伊勢二丁目 中小河原農事組合
（055）241-6154
（055）243-3126

転倒ゲート かんがい用

荒 川 三 ツ 水 門 甲府市相生三丁目 三ツ水門水利組合 （055）237-0764 転倒ゲート かんがい用

荒 川
池田第一・二・三

堰
甲府市荒川二丁目 池 田 水 利 組 合 （055）252－2453 自然取入れ かんがい用

荒 川 呑 川 堰 甲府市山宮町 千 塚 水 利 組 合 (055)252-2070 自然取入れ かんがい用

荒 川 塩 部 堰 甲府市山宮町 山 宮 水 利 組 合 （055）251-1221 自然取入れ かんがい用
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河 川 名 名　　称 位　　　置 管 理 者 通信方法 構　造 備　考

荒 川 谷 下 堰 甲府市平瀬町
平 瀬 町
上 野 自 治 会

(055)228-7733 自然取入れ かんがい用

荒 川 新 田 堰 甲府市平瀬町
平 瀬 町
平 瀬 自 治 会

(055)251-8218 自然取入れ かんがい用

荒 川 平 瀬 堰 甲府市平瀬町
平 瀬 町
平 瀬 自 治 会

（055）251-8660 自然取入れ かんがい用

濁 川 玉 諸 排 水 機 場
（左岸）西高橋町
（右岸）蓬沢町

甲 府 市 産 業 部
農 政 課

（055）298－4836 排水ポンプ式 排 水 用

濁 川 国里橋下逆止門 甲府市国玉町 西 高 橋 町 自 治 会 (055)233-1075 手動巻上式 逆流防止用

平 等 川 雑 子 堰 甲府市川田町
差 出 堰
土 地 改 良 区

（055）233-3210 自 然 取 入 れ かんがい用

平 等 川 向 堰 甲府市向町 向 町 自 治 会 （055）235-4128 自 然 取 入 れ かんがい用

平 等 川 近 津 用 水 甲府市川田町 近 津 用 水 利 組 合
（055）233-8632
（055）233-7920 自然取り入れ かんがい用

平 等 川 増 坪 堰 甲府市増坪町 六 ケ 村 水 利 組 合 (055)241-4208
頭首工取り
入 れ

かんがい用

蛭 沢 川 落合堰（大町用水） 甲府市落合町 落 合 農 事 組 合 (055)241-8330 手動巻上式 かんがい用

貢 川 第 一 起 伏 堰 甲府市上石田一丁目
上 石 田
（第一） 農事組合

（055）222-7890 自然取り入れ かんがい用

貢 川 第 二 起 伏 堰 甲府市上石田一丁目
高 畑 （ 北 部 ）
農 事 組 合

（055）224-5425 自然取り入れ かんがい用

貢 川 新 田 第 一 堰 甲府市新田町 新 田 農 事 組 合 （055）224-2329 自然取り入れ かんがい用

貢 川 新 田 第 二 堰 甲府市新田町 下飯田第一農事組合 （055）222-9114 自然取り入れ かんがい用

貢 川 十 二 代 第 二 堰 甲府市貢川二丁目 下 河 原 農 事 組 合 （055）226-4129 転倒ゲート かんがい用

湯 川 鳥 の 木 堰 甲府市湯村三丁目 湯 村 農 事 組 合 （055）253-7447 転倒ゲート かんがい用

湯 川 湯 川 堰 甲府市湯村三丁目
甲 府 市 産 業 部
農 政 課

（055）298-4836 手動巻上式 かんがい用

流 川 流 川 第 一 堰 甲府市大津町 大 津 東 農 事 組 合 （055）241-2636 転倒ゲート かんがい用

流 川 流 川 第 二 堰 甲府市大里町 堀之内自治会土木部 (055)241-2625 転倒ゲート かんがい用

鎌 田 川 桜 堰 甲府市宮原町 堀之内自治会土木部 (055)241-2625 転倒ゲート かんがい用

鎌 田 川 竜 頭 堰 甲府市大里町 窪 中 島 自 治 会
(055)241-0902
(055)241-8747

手動巻上式 かんがい用

帯 那 川 丸 山 溜 池 甲府市下帯那町 山 梨 県 耕 地 課 （055）223-1626 アースダム かんがい用

帯 那 川 仮 宿 溜 池 甲府市下帯那町 帯 那 土 地 改 良 区
（055）251－8412
（055）251－8857 アースダム かんがい用

帯 那 川 荒 井 溜 池 甲府市下帯那町 帯 那 土 地 改 良 区
（055）251－8412
（055）251－8714 アースダム かんがい用

帯 那 川 昭 和 池 甲府市上帯那町 帯 那 土 地 改 良 区
（055）251－8412
（055）251－8408 アースダム かんがい用
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帯 那 川 大 正 池 甲府市上帯那町 帯 那 土 地 改 良 区
（055）251－8412
（055）251－8737 アースダム かんがい用

相 川 支 流 和 田 第 三 溜 池 甲府市和田町
和 田 町 貯 水 池
管 理 組 合

(055)253-6476 アースダム かんがい用

相 川 西 耕 地 溜 池 甲府市古府中町
西 耕 地 溜 池
維 持 管 理 組 合

(055)253-4383 コンクリート造 かんがい用

相 川 竜 華 池 甲府市古府中町 相 川 土 地 改 良 区 (055)251-0042 アースダム かんがい用

相 川 松 木 堀 甲府市屋形三丁目 相 川 土 地 改 良 区 (055)251-0042 アースダム かんがい用

相 川 岩 窪 溜 池 甲府市岩窪町 相 川 土 地 改 良 区 (055)251-0042 アースダム かんがい用

沼 川
沼川逆水防止樋

門
甲府市高畑三丁目

甲府市まちづくり部
道 路 河 川 課

（055）237-5842 機械巻上式 逆流防止用

小 松 田 川 オ ギ ノ 上 下 流 甲府市国母一丁目 下 石 田 農 事 組 合 （055）226-9321 転倒ゲート かんがい用

四 分 川
四分川逆水防止
樋 門

甲府市大里町
甲府市まちづくり部
道 路 河 川 課

（055）237-5842 機械巻上式 逆流防止用

四 分 川 四 分 川 堰 甲府市国母五丁目 上小河原農事組合 （055）222-8583 手動巻上式 かんがい用

四 分 川 牛 の 宮 上 堰 甲府市大里町 二 日 市 場 西 農 事 組 合 （055）241-5124 転倒ゲート かんがい用

四 分 川 牛 の 宮 下 堰 甲府市大里町 二 日 市 場 西 農 事 組 合 （055）241-5124 転倒ゲート かんがい用

芋 沢 川 城 の 越 用 水 甲府市上曽根町 城 の 越 用 水 組 合 （055）266-2347 手動巻上式 かんがい用

芋 沢 川 久 保 田 用 水 甲府市上曽根町 久 保 田 用 水 組 合 （055）266-2347 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 上曽根揚水機場 甲府市上曽根町
甲 府 市 産 業 部
農 政 課

（055）298-4836 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 白 井 河 原 樋 門 甲府市白井町
甲 府 市 産 業 部
農 政 課

（055）298-4836 手動巻上式 かんがい用

境 川 白 井 溜 池 甲府市白井町 南 耕 地 水 利 組 合 （055）266-4241 アースダム かんがい用

間 門 川 柏 排 水 機 場 甲府市下曽根町
甲 府 市 産 業 部
農 政 課

（055）298-4836 排水ポンプ式 排 水 用

滝 戸 川 松 本 第 一 用 水 甲府市下向山町 松 本 第 一 用 水 組 合 （055）266-5172 手動巻上式 かんがい用

滝 戸 川 松 本 第 二 用 水 甲府市下向山町 松 本 第 二 用 水 組 合 （055）266-5172 手動巻上式 かんがい用

滝 戸 川 一 の 出 用 水 甲府市下曽根町 一 の 出 用 水 組 合 （055）266-3105 手動巻上式 かんがい用

下 曽 根 川
下 曽 根 西 耕 地
樋 門

中央市高部
甲府市まちづくり部
道 路 河 川 課

（055）237-5842 電動巻上式 逆流防止用

釜 無 川 四 ケ 村 堰 甲斐市下今井字清水端 四ケ村堰土地改良区 （055）285-0344 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 本 途 堰
甲斐市宇津谷字金剛地
先

本途堰土地改良区 0551-28-3459 ハンドル式 かんがい用
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濁 川 大円川排水機場 甲府市善光寺一丁目
甲府市まちづくり部
道 路 河 川 課

（055）237-5842 排水ポンプ式 排 水 用

十 郎 川 十郎川排水機場 甲府市酒折一丁目
甲府市まちづくり部
道 路 河 川 課

（055）237-5842 排水ポンプ式 排 水 用

常 永 川 臼 井 阿 原 用 水 中央市臼井阿原地内
臼 井 阿 原
第 １ 自 治 会

(055)274-8553 手 動 巻 上 式 かんがい用

常 永 川 常 永 川 第 １ 堰 中央市臼井阿原地内
臼 井 阿 原
第 １ 自 治 会

(055)274-8553
自 動 転 倒
ゲ ー ト

かんがい用

常 永 川 五 ヶ 村 用 水 中央市臼井阿原地内
臼 井 阿 原
第 １ 自 治 会

(055)274-8553 手 動 巻 上 式 かんがい用

常 永 川
山 之 神 堰
（常永川第２堰）

中央市山之神地内 山 之 神 自 治 会 (055)274-8553
自 動 転 倒
ゲ ー ト

かんがい用

常 永 川 山 之 神 第 ２ 堰 中央市山之神地内 山 之 神 自 治 会 (055)274-8553 手 動 巻 上 式 かんがい用

笛 吹 川 字 坪 排 水 機 場 中央市今福新田地先
中 央 市 役 所
農 政 課

(055)274-8553 ポ ン プ 排 水 用

鎌 田 川
東花輪川排水機

場
中央市東花輪地内

中 央 市 役 所
農 政 課

(055)274-8553 ポ ン プ 排 水 用

山 王 川 油 屋 ま ち 中央市下河東地内 下 河 東 西 自 治 会 (055)274-8553 手 動 巻 上 式 かんがい用

山 王 川 扇 田 ま ち 中央市下河東地内 下 河 東 下 自 治 会 (055)274-8553
単 板
差 し 込 み 式

かんがい用

山 王 川
平 田 宮 堰
（ 青 六 堰 ）

中央市下河東地内 下 河 東 西 自 治 会 (055)274-8553 手 動 巻 上 式 かんがい用

山 王 川 八 反 田 堰 中央市下河東地内 下 河 東 西 自 治 会 (055)274-8553 手 動 巻 上 式 かんがい用

山 王 川 中 新 居 堰 中央市下河東地内 下 河 東 西 自 治 会 (055)274-8553 手 動 巻 上 式 かんがい用

神 明 川
国 母 工 業 団 地
南 水 門

中央市中楯地内 中 楯 自 治 会 (055)274-8553
単 板
差 し 込 み 式

かんがい用

渋 川 渋 川 水 門 NO.5 中央市極楽寺地内 高 橋 自 治 会 (055)274-8553
自 動 転 倒
ゲ ー ト

かんがい用

渋 川 壱 町 田 ま ち 中央市中楯地内 中 楯 自 治 会 (055)274-8553
単 板
差 し 込 み 式

かんがい用

渋 川
堂 ノ 前 ま ち
（ 宮 ノ 前 ま ち ）

中央市中楯地内 中 楯 自 治 会 (055)274-8553 手 動 巻 上 式 かんがい用

笛 吹 川 浅 利 揚 水 機 場 中央市浅利地内 浅 利 水 利 組 合 (055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

仲 川 仲 川 第 １ 用 水 中央市大鳥居地内 休 み 石 水 組 合 (055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

七 覚 川 竹 輪 溜 池 用 水 甲府市下向山町地内 高 部 水 利 組 合 (055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

七 覚 川 七覚川第１用水 中央市木原地内 高 野 多 喜 男 (055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

七 覚 川 七覚川第２用水 中央市木原地内
七 覚 川 第 ２
取 水 組 合

(055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

七 覚 川 七覚川第３用水 中央市木原地内
七 覚 川 第 ３
取 水 組 合

(055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

七 覚 川 七覚川第４用水 中央市木原地内
七 覚 川 第 ４
取 水 組 合

(055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

七 覚 川 七覚川第５用水 中央市木原地内
七 覚 川 第 ５
取 水 組 合

(055)274-8553 ポ ン プ かんがい用
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七 覚 川 七覚川第６用水 中央市木原地内
七 覚 川 第 ６
取 水 組 合 (055)274-8553

ポ ン プ かんがい用

七 覚 川 七覚川第８用水 中央市木原地内
七 覚 川 第 ８
取 水 組 合

(055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

仲 川 仲 川 第 ２ 用 水 中央市大鳥居地内
宮 の 脇 第 二
水 利 組 合

(055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

仲 川 仲 川 第 ３ 用 水 中央市大鳥居地内 川 東 水 利 組 合 (055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

仲 川 仲 川 第 ４ 用 水 中央市大鳥居地内
早 稲 田 第 二
水 利 組 合

(055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

仲 川 仲 川 第 ５ 用 水 中央市大鳥居地内 前田第一水利組合 (055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

大 門 川 大 門 川 用 水 中央市大鳥居地内 馬 道 水 利 組 合 (055)274-8553 ポ ン プ かんがい用

笛 吹 川 高 部 排 水 樋 管 中央市高部地内
中 央 市 役 所
農 政 課

(055)274-8553 手 動 巻 上 式 排 水 用

　　中北建設事務所峡北支所水防支部

河 川 名 名　　称 位　　　置 管 理 者 通信方法 構　造 備　考

小 武 川 連 合 堰 韮崎市円野町上円井 上 円 井 区 長 （0551）27－2146 手 動 式 かんがい用

小 武 川 獺 原 堰 韮崎市円野町上円井 上 円 井 区 長 （0551）27－2146 手 動 式 かんがい用

甘 利 沢 川 山 田 堰 韮崎市神山町鍋山 鍋 山 区 長 （0551）23-0887 木 扉 かんがい用

甘 利 沢 川 郷 堰 韮崎市神山町鍋山 若 尾 区 長 （0551）22－3087 ハンドル式 かんがい用

釜 無 川 韮 崎 用 水 韮崎市一ツ谷 韮 崎 市 建 設 課 （0551）22－1111 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 祖 母 石 用 水 韮崎市下祖母石 下 祖 母 石 区 長 （0551）22－2474 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 荊 ノ 木 用 水 韮崎市穴山町三ツ石 上 祖 母 石 区 長 （0551）22－0764 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 徳 島 堰 韮崎市円野町上円井
徳島堰土地改良区
理 事 長

（0551）22－0073 電 動 式 かんがい用

甘 利 沢 川 山 口 用 水
韮崎市旭町上條北割山
口

山 口 区 長 （0551）23-0887 木 扉 かんがい用

釜 無 川 海老島用水樋管 韮崎市大草町若尾193 若 尾 新 田 区 長 (0551)-22-5756 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 力石堰用水樋管 韮崎市龍岡町下條東割 力 石 堰 組 合 長 090-5822-9973 手動巻上式 かんがい用

釜 無 川 新 田 堰
韮崎市穴山町上新田
7772

新 田 堰 組 合 長 （0551）25－2799 電 動 式 かんがい用

塩 川 穴 山 亀 石 堰 韮崎市穴山町滝林 穴山亀石堰組合長 （0551）25－3520 手動巻上式 かんがい用

塩 川 中 田 亀 石 堰 韮崎市中田町小田川 中田亀石堰組合長 090-5814-9668 手動巻上式 かんがい用

塩 川 楯 無 堰
韮崎市穂坂町
　　　　　宮久保上ノ原

楯 無 土 地 改 良 区
理 事 長

（0551）22－4708 ハンドル式 かんがい用

塩 川 藤 井 堰 韮崎市中田町小田川 韮 崎 市 建 設 課 （0551）22－1111 ハンドル式 かんがい用
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塩 川 疣 岩 堰 頭 首 工 北杜市明野町三之蔵地内 受 益 者 代 表
（0551）42－1112
（明野総合支所）

コンクリート
角 落

かんがい用

塩 川 下 神 取 頭 首 工
北杜市明野町上神取地
内

堰 総 代
（0551）42－1112
（明野総合支所）

手動巻上式 かんがい用

塩 川 上 和 田 頭 首 工
北杜市明野町上神取地
内

受 益 者 代 表
（0551）42－1112
（明野総合支所）

自然取入れ かんがい用

塩 川 上 神 取 頭 首 工 北杜市須玉町江草地内 堰 総 代
（0551）42－1112
（明野総合支所）

手動巻上式 かんがい用

塩 川 両 村 頭 首 工 北杜市須玉町江草地内
両 村 堰 土 地
改 良 区 理 事 長

（0551）42－1112
（明野総合支所）

手動巻上式 かんがい用

塩 川 朝 穂 頭 首 工 北杜市須玉町江草地内
朝 穂 堰 土 地
改 良 区 理 事 長

（0551）42－1112
（明野総合支所）

サ イ ホ ン かんがい用

釜 瀬 川 赤 羽 根 上 堰 北杜市須玉町小尾 7010
赤 羽 根 上 堰
水 利 組 合 長

（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

小 森 川 嘉 納 堰 北杜市須玉町江草17270 嘉納堰水利組合長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

小 森 川 漆 戸 堰 北杜市須玉町江草14632 漆戸堰水利組合長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

塩 川 比 志 大 堰 北杜市須玉町比志 1973 比志大堰水利組合長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

塩 川 日 向 堰 北杜市須玉町江草10852 日向堰水利組合長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

塩 川 藤 田 新 堰 北杜市須玉町東向 533 穂 足 水 利 組 合 長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

大 門 川 源 太 堰
北杜市須玉町上津金
2499

津 金 水 利 組 合 長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

須 玉 川 多 麻 上 堰
北杜市須玉町小倉 2809
－38

多 麻 水 利 組 合 長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

須 玉 川 遠 照 寺 堰 北杜市須玉町穴平 3315 穴 平 水 利 組 合 長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

須 玉 川 午 宝 堂 堰 北杜市須玉町穴平 3315 穴 平 水 利 組 合 長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

須 玉 川 大 蔵 大 堰 北杜市須玉町小倉 556 穂 足 水 利 組 合 長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

須 玉 川 茶 屋 堰 北杜市須玉町大蔵 1107 穂 足 水 利 組 合 長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

須 玉 川 横 堰 北杜市須玉町藤田 628 穂 足 水 利 組 合 長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

西 川 新 堰
北杜市須玉町若神子
1929

新 堰 水 利 組 合 長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

鳩 川 新 町 堰
北杜市長坂町夏秋下立前
498

新町堰水利組合長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

鳩 川 鯨 堰 北杜市須玉町若神子 4403 鯨 堰 水 利 組 合 長
（0551）42－1113
（須玉総合支所）

ハンドル式 かんがい用

釜 無 川 中 新 田 堰 北杜市武川町上三吹地内 上 三 吹 区 長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

ハンドル式 かんがい用

尾 白 川 古 川 堰 北杜市武川町上三吹地内 上 三 吹 区 長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

ハンドル式 かんがい用

大 武 川 大 平 頭 首 工 北杜市武川町柳沢地内 山高区長黒沢区長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

ハンドル式 かんがい用

大 武 川 柳 沢 堰
北杜市武川町柳沢地内
天神上

柳 沢 区 長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

ハンドル式 かんがい用
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大 武 川 宮 河 原 堰 北杜市武川町山高地内 牧 原 区 長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

ハンドル式 かんがい用

大 武 川 牧 原 堰
北杜市武川町下三吹地
内

牧 原 区 長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

ハンドル式 かんがい用

大 武 川 下 三 吹 堰
北杜市武川町下三吹地
内

下 三 吹 区 長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

ハンドル式 かんがい用

小 武 川 新 奥 堰 北杜市武川町新奥地内 新 奥 区 長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

ハンドル式 かんがい用

小 武 川 黒 岩 頭 首 工 北杜市武川町新奥地内 宮 脇 区 長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

ハンドル式 かんがい用

小 武 川 宮脇下堰頭首工 北杜市武川町新奥地内 宮 脇 区 長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

自然取入れ かんがい用

小 武 川 宮 脇 頭 首 工 北杜市武川町宮脇地内 宮 脇 区 長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

自然取入れ かんがい用

石 空 川 和 田 堰 北杜市武川町柳沢字小山平 柳 沢 区 長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

自然取入れ かんがい用

石 空 川 山 高 堰 北杜市武川町柳沢字小山平 山高区長黒沢区長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

自然取入れ かんがい用

黒 沢 川 日 向 堰 北杜市武川町黒沢地内 山高区長黒沢区長
（0551）42－1118
（武川総合支所）

自然取入れ かんがい用

川 俣 川 箕 輪 堰 北杜市高根町長沢
箕 輪 堰 土 地
改 良 区 理 事 長

（0551）42－1443
（高根総合支所）

ハンドル式 かんがい用

川 俣 川 六 ケ 村 堰 北杜市高根町川俣
六 ケ 村 堰 土 地
改 良 区 理 事 長

（0551）42－1443
（高根総合支所）

ハンドル式 かんがい用

川 俣 川 西 沢 堰 北杜市大泉町石堂
西 沢 堰 土 地
改 良 区 理 事 長

（0551）42－1443
（高根総合支所）

ハンドル式 かんがい用

大 門 川 樫 山 堰 北杜市高根町浅川
樫 山 堰 土 地
改 良 区 理 事 長

（0551）42－1443
（高根総合支所）

ハンドル式 かんがい用

泉 川 大 畑 堰 北杜市大泉町西井出泉下 西 井 出 組 長
（0551）42－1116
（大泉総合支所）

自 然 取 水 かんがい用

宮 川 鳴 石 堰 北杜市大泉町谷戸林崎 谷 戸 組 長
（0551）42－1116
（大泉総合支所）

自 然 取 水 かんがい用

泉 川 新 井 堰 北杜市大泉町西井出新井 新 井 地 区 長
（0551）42－1116
（大泉総合支所）

自 然 取 水 かんがい用

泉 川 穴 田 堰 北杜市大泉町西井出下井出 下 井 出 地 区 長
（0551）42－1116
（大泉総合支所）

自 然 取 水 かんがい用

甲 川 和 田 堰 北杜市大泉町西井出下井出 下 井 出 地 区 長
（0551）42－1116
（大泉総合支所）

自 然 取 水 かんがい用

加 倉 川 田 頭 堰 北杜市小淵沢町上笹尾797 下 笹 尾 区 長
（0551）42－1119

（小淵沢総合支所）
自 然 取 水 かんがい用

深 沢 川 福 間 田 堰 北杜市小淵沢町上笹尾3626 上 笹 尾 区 長
（0551）42－1119

（小淵沢総合支所）
自 然 取 水 かんがい用

西 沢 川 西 沢 堰 北杜市小淵沢町　3164 高 野 区 長
（0551）42－1119

（小淵沢総合支所）
自 然 取 水 かんがい用

尾 白 川 竹 字 大 堰 水 路 北杜市白州町白須大原地内 竹 宇 区 長
（0551）４２－

1117
（白州総合支所）

ゲート手動 かんがい用

尾 白 川 竹 宇 水 路 北杜市白州町白須大原地内 白 須 下 区 長
（0551）４２－

1117
（白州総合支所）

ゲート手動 かんがい用

尾 白 川 曲 足 水 路 北杜市白州町台ケ原字曲足 台 ケ 原 区 長
（0551）４２－

1117
（白州総合支所）

ゲート手動 かんがい用

大 武 川 横 手 水 路 北杜市白州町横手字前山 横 手 区 長
（0551）４２－

1117
（白州総合支所）

ゲート手動 かんがい用
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松 山 沢 川 村 の 内 堰 北杜市白州町鳥原字堰口 鳥 原 区 長
（0551）４２－

1117
（白州総合支所）

ゲート手動 かんがい用

神 宮 川 大 堰 北杜市白州町鳥原字輿石 松 原 区 長
（0551）４２－

1117
（白州総合支所）

ゲート手動 かんがい用

　　峡東建設事務所水防支部

河 川 名 名　　称 位　　　置 管 理 者 通信方法 構　造 備　考

重 川 小 山 堰 甲州市塩山赤尾 赤 尾 区 長 （0553）33－6744 手動巻上式 かんがい用

重 川 千 赤 於 堰 甲州市塩山赤尾 赤 尾 区 長 （0553）33－6744 手動巻上式 かんがい用

重 川 柏 原 堰 甲州市塩山上萩原 上萩原上切下区長
090-1693-7619

手動巻上式 かんがい用

文 珠 川 柏 原 堰 甲州市塩山上萩原 上 萩 原 下 切 区 長 （0553）32－3694 手動巻上式 かんがい用

塩 川 横 手 堰 甲州市塩山上於曽 上 於 曽 上 西 区 長 （0553）33－5280 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 四 ケ 村 堰 甲州市塩山上井尻 上 井 尻 区 長 （0553）22－519手動巻上式 かんがい用

重 川 比 久 尼 堰
甲州市勝沼町山字城ケ
坂

東 雲 7 区 長 （0553）44－1936 ポ ン プ かんがい用

重 川 千 野 第 1 、 2 堰 甲州市塩山千野 千 野 上 区 長 （0553）33－5833 手動巻上式 かんがい用

重 川 千 野 第 3 堰 甲州市塩山千野 上 東 区 長 （0553）33－6164 手動巻上式 かんがい用

重 川 反 田 堰
甲州市勝沼町山字城ケ
坂

東 雲 7 区 長 （0553）44－1936 自然取入樋管 かんがい用

重 川 新 堰 甲州市勝沼町山城ケ坂 東 雲 7 区 長 （0553）44－1936 自然取入樋管 かんがい用

びんぐし川 夏 目 堰
甲州市勝沼町菱山字細
田

東 雲 3 区 長
(0553)44-0103

自然取入樋管 かんがい用

びんぐし川 前 田 小 路 甲州市勝沼町山字前田 東 雲 9 区 長
（0553）44-2614

自然取入樋管 かんがい用

びんぐし川 赤 坂 堰
甲州市勝沼町小佐手字
思連

東 雲 3 区 長
(0553)44-0103

自然取入樋管 かんがい用

びんぐし川 上 野 堰
甲州市勝沼町山字天神
塚

東 雲 7 区 長 （0553）44－1936 自然取入樋管 かんがい用

びんぐし川 穴 田 堰 甲州市勝沼町山字穴田 東 雲 8 区 長 （0553）44－1072 自然取入樋管 かんがい用

びんぐし川 山 前 田 堰
甲州市勝沼町山字上河
原

東 雲 9 区 長 （0553）44－261 自然取入樋管 かんがい用

びんぐし川 休 息 比 久 尼 堰
甲州市勝沼町休息字北
田中

東 雲 10 区 長 （0553）44-1697 自然取入樋管 かんがい用

びんぐし川 清 水 下 堰
甲州市勝沼町休息字南
下河原

東 雲 10 区 長 （0553）44-1697 自然取入樋管 かんがい用

びんぐし川 下 沖 田 堰
甲州市勝沼町綿塚字下
沖田

東 雲 12 区 長 （0553）44－3344 頭首工取入 かんがい用

田 草 川 高 田 和 堰
甲州市勝沼町菱山字高
和田

菱 山 1 区 長 （0553）44－005 頭首工取入 かんがい用

田 草 川 康 申 堰
甲州市勝沼町小佐手字
横落前

東 雲 4 区 長 （0553）44－057 頭首工取入 かんがい用
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田 草 川 子 安 堰
甲州市勝沼町休息字子
安

東 雲 11 区 長 （0553）44－087 頭首工取入 かんがい用

日 川 太 郎 堰
甲州市勝沼町岩崎字随
評

祝 2 区 長 （0553）44－238 自然取入樋管 かんがい用

日 川 次 郎 堰
甲州市勝沼町字上川久
保

次 郎 堰
水 利 委 員 会 長

（0553）44－1111 自然取入樋管 かんがい用

日 川 町 屋 堰
甲州市勝沼町上岩崎字
福地

祝 4 区 長
（0553）44-0533

頭首工取入 かんがい用

日 川 三 輪 堰
甲州市勝沼町上岩崎字
等々力

勝 沼 8 区 長
（0553）44-1476

自然取入樋管 かんがい用

日 川 四 ケ 村 堰
甲州市勝沼町下岩崎字
上川久保

祝 4 区 長
（0553）44-0533

手動式ひ門 かんがい用

日 川 箕 輪 堰
甲州市勝沼町上岩崎字
等々力

勝 沼 9 区 長
（0553）44-0926

自然取入樋管 かんがい用

田 草 川 田 中 堰
甲州市勝沼町下岩崎字
田中

祝 2 区 長 （0553）44－238 自然取入樋管 かんがい用

田 草 川 有 賀 堰
甲州市勝沼町下岩崎字
近田

祝 1 区 長
（0553）44-5023

自然取入樋管 かんがい用

田 草 川 徳 本 堰
甲州市勝沼町下岩崎字
近田

祝 1 区 長
（0553）44-5023

手動式ひ門 かんがい用

田 草 川 向 田 堰
甲州市勝沼町下岩崎字
近田

祝 1 区 長
（0553）44-5023

頭首工取入 かんがい用

田 草 川 枇 杷 田 堰
甲州市勝沼町下岩崎字
近田

祝 2 区 長 （0553）44－238 頭首工取入 かんがい用

田 草 川 前 田 堰
甲州市勝沼町下岩崎字
梁田

祝 2 区 長 （0553）44－238 頭首工取入 かんがい用

田 草 川 沢 田 堰
甲州市勝沼町下岩崎字
近田

祝 1 区 長
（0553）44-5023

頭首工取入 かんがい用

重 川 昭 和 堰
甲州市勝沼町山字天神
塚

東 雲 9 区 長 （0553）44－261 自然取入樋管 かんがい用

重 川 上 沖 田 堰
甲州市勝沼町休息字上
沖田

東 雲 10 区 長 （0553）44-1697 自然取入樋管 かんがい用

田 草 川 沖 田 堰
甲州市勝沼町等々力字
沖田

東 雲 12 区 長 （0553）44－3344 頭首工取入 かんがい用

田 草 川 小 山 田 堰
甲州市勝沼町綿塚字小
山田

東 雲 12 区 長 （0553）44－3344 頭首工取入 かんがい用

田 草 川 下 田 草 川 堰
甲州市勝沼町綿塚字下
田草川

東 雲 12 区 長 （0553）44－3344 頭首工取入 かんがい用

びんぐし川 落 合 堰
甲州市勝沼町中原字落
合

菱 山 8 区 長
（0553）44-1493

手動式ひ門 かんがい用

田 草 川 的 場 堰
甲州市勝沼町綿塚字的
場

東 雲 12 区 長 （0553）44－3344 頭首工取入 かんがい用

笛 吹 川 差 出 堰 樋 管 山梨市万力 差出土地改良区理事長 （0553）22－7782 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 小原堰用水樋管 山梨市小原西 小 原 西 1 区 長 （0553）22－0780 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 横 堰 山梨市東 北 区 長 (0553)23-4170 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 久 保 堰 山梨市東 久 保 堰 水 利 組 合 （0553）22－4433 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 八 日 市 場 堰 山梨市七日市場 小 原 東 5 区 長 （0553）22－6552 手動巻上式 かんがい用
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(0553)23－2131

(0553)22-0619

鼓 川 隼 堰 山梨市牧丘町隼 紺 屋 区 長 (0553)22-5947 手動巻上式 かんがい用

鼓 川 西 保 堰 山梨市牧丘町西保中 西保堰土地改良区 （0553）22-5938 手動巻上式 かんがい用

琴 川 鳥 ノ 口 堰 山梨市杣口 鳥ノ口堰水利組合 090-4174-6518 手動巻上式 かんがい用

日 川 大 堰 甲州市勝沼町等々力 上 栗 原 区 長 090-7829-0523 手動巻上式 かんがい用

日 川 御 旅 所 堰 山梨市上栗原 下 栗 原 区 長 (0553) 39－8320 手動巻上式 かんがい用

日 川 井 筒 屋 堰 山梨市下栗原 歌 田 区 長 (0553)22-2295 手動巻上式 かんがい用

日 川 歌 田 堰 山梨市歌田 歌 田 区 長 (0553)22-2295 手動巻上式 かんがい用

日 川 田 中 堰 山梨市一町田中 一 町 田 中 区 長 (0553)23-1560 手動巻上式 かんがい用

重 川 下 栗 原 堰 山梨市下栗原 下 栗 原 区 長 (0553) 39－8320 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 大 野 堰 山梨市大野 大 野 堰 水 利 組 合 (0553)22-3799 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 排 水 樋 管 山梨市万力 山 梨 市 長 （0553）22－1111 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 馬 の 鞍 樋 管 山梨市正徳寺 馬の鞍堰水利組合 (0553)26-6330 頭首工取入 かんがい用

平 等 川 徳 条 マ チ 笛吹市春日居町徳条 鎮 目 区 長
（0553）26－3111
（春日居支所）

手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 近 津 用 水 樋 管 笛吹市春日居町小松 笛 吹 市 役 所
（055）262－4111
（農林土木課）

手動巻上式 かんがい用

平 等 川 第 2 平 等 こ う 門 笛吹市春日居町鎮目 鎮 目 区 長
（0553）26－3111
（春日居支所）

手動巻上式 かんがい用

平 等 川 宮 の 前 こ う 門 笛吹市春日居町鎮目 松 本 区 長
（055）262－4111
（農林土木課）

手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 神 明 用 水 樋 管 笛吹市石和町市部 笛 吹 市 役 所
（055）262－4111
（農林土木課）

手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 小石和用水樋管 笛吹市石和町小石和 小 石 和 区 長
（055）262－4111
（農林土木課）

手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 砂 原 樋 管 笛吹市石和町砂原 砂 原 区 長
（055）262－4111
（農林土木課）

手動巻上式 かんがい用

平 等 川 梅 木 取 入 口 笛吹市石和町東高橋
富士見土地改良区
理 事 長

（055）262－4111
（農林土木課）

手動巻上式 かんがい用

平 等 川 柳 田 取 入 口 笛吹市石和町東油川 東 油 川 区 長
（055）262－4111
（農林土木課）

頭首工取入 かんがい用

金 川 車 堰 笛吹市御坂町上黒駒字坂野
下 野 原 区 長
尾 山 区 長

（055）-262-2271
（御坂支所）

手動巻上式 かんがい用

金 川 夏 目 原 堰 笛吹市御坂町下黒駒市之蔵橋下 夏 目 原 区 長
（055）-262-2271

（御坂支所）
手動巻上式 かんがい用

金 川 成 田 堰 笛吹市御坂町下黒駒 成 田 区 長
（055）-262-2271

（御坂支所）
手動巻上式 かんがい用

笛 　吹 　川　 五   ケ   村   堰 甲州市塩山藤木 五ヶ村堰水利組合 手動巻上式 かんがい用
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金 川 宮 堰 笛吹市一宮町市之蔵 宮 堰 水 利 組 合 長
（055）262－4111
（農林土木課）

手動引上式 かんがい用

金 川 高 野 町 堰 笛吹市一宮町市之蔵 市 之 蔵 区 長
（0553）-47-1111

（一宮支所）
手動引上式 かんがい用

金 川 治 右 衛 門 堰 笛吹市一宮町塩田 国 分 区 長
（0553）-47-1111

（一宮支所）
手動引上式 かんがい用

金 川 五 ケ 村 堰 笛吹市一宮町塩田 五 ケ 村 堰 組 合 長
（0553）-47-1111

（一宮支所）
手動引上式 かんがい用

日 川 田 中 堰 笛吹市一宮町田中 田 中 堰 組 合 長
（0553）-47-1111

（一宮支所）
手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 大 間 田 樋 門 笛吹市八代町増田 増 田 区 長
（055）265－2111

（八代支所）
手動巻上式 かんがい用

浅 川 永 井 堰 笛吹市八代町岡 永 井 区 長
（055）265－2111

（八代支所）
手動巻上式 かんがい用

浅 川 竹 居 堰 笛吹市八代町奈良原 竹 居 区 長
（055）265－2111

（八代支所）
手動巻上式 かんがい用

堀 川 大 口 堰 笛吹市八代町北 北 区 長
（055）265－2111

（八代支所）
手動巻上式 かんがい用

境 川 三 椚 水 門 笛吹市境川町三椚 三 椚 水 利 組 合 長
（055）266-2111

（境川支所）
手動巻上式 かんがい用

境 川 石 橋 水 門 笛吹市境川町石橋 石 橋 水 利 組 合 長
（055）266-2111

（境川支所）
手動巻上式 かんがい用

浅 川 高 家 堰 笛吹市八代町竹居 高 家 区 長
（055）265－2111

（八代支所）
手動巻上式 かんがい用

浅 川 大 口 堰 笛吹市八代町竹居
北 区 長
南 区 長

（055）265－2111
（八代支所）

手動巻上式 かんがい用

浅 川 米 倉 堰 笛吹市八代町米倉 米 倉 区 長
（055）265－2111

（八代支所）
手動巻上式 かんがい用

　　峡南建設事務所水防支部

河 川 名 名　　称 位　　　置 管 理 者 通信方法 構　造 備　考

富 士 川 西 島 揚 水 機 場 身延町西島 西 島 水 利 組 合 長 （0556）42－2147 電動巻上式 かんがい用

富 士 川 宮木田用水樋門 身延町宮木 宮 木 改 田 組 合 長 （0556）42－3360 電動巻上式 かんがい用

富 士 川 大 堰 水 門 富士川町新田地内 富 士 川 町 長 （0556）22－1111 手動巻上式 逆流防止用

富 士 川 東 川 樋 門 富士川町横町地内 富 士 川 町 長 （0556）22－1111 発動機油圧式 逆流防止用

富 士 川 東 川 樋 門 富士川町横町地内 富 士 川 町 長 （0556）22－1111 手動巻上式 排 水 用

富 士 川 鹿 島 樋 門 富士川町鹿島地内 富 士 川 町 長 （0556）22－1111 手動巻上式 逆流防止用

富 士 川 青 柳 排 水 樋 門 富士川町青柳地内 富 士 川 町 長 （0556）22－1111 手動巻上式 排 水 用

長 沢 川 長 沢 水 門 富士川町大椚地内 富 士 川 町 長 （0556）22－1111 手動巻上式 排 水 用

利 根 川 前 田 堰 富士川町舂米地内 富 士 川 町 長 （0556）22－1111 手動巻上式 かんがい用

戸 川 大 口 頭 首 工 富士川町大久保地内 富 士 川 町 長 （0556）22－1111 手動巻上式 かんがい用
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常 葉 川 波 高 島 堰 身延町波高島地内
波高島農事組合長（5月～10月）

波 高 島 区 長 （ 11 月 ～ 4 月 ）

（0556）36－1152
（0556）36－0202

手動巻上式 かんがい用

富 士 川 岩 間 排 水 樋 管 市川三郷町岩間地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 自動巻上式 逆流防止用

富 士 川
岩 間 第 2 排 水
樋 管

市川三郷町岩間地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 自動巻上式 逆流防止用

富 士 川
岩 間 第 3 排 水
樋 管

市川三郷町岩間地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 逆流防止用

富 士 川 楠 甫 排 水 樋 管 市川三郷町楠甫地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 自動巻上式 逆流防止用

富 士 川
楠 甫 第 2 排 水
樋 管

市川三郷町楠甫地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 自動巻上式 逆流防止用

富 士 川 鴨 狩 排 水 樋 管
市川三郷町鴨狩津向地
内

市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 自動巻上式 逆流防止用

富 士 川 鴨 狩 揚 水 樋 管
市川三郷町鴨狩津向地
内

市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 かんがい用

富 士 川 楠 甫 揚 水 機 場 市川三郷町楠甫地内 六 郷 土 地 改 良 区 （0556）32－2111 手動巻上式 かんがい用

富 士 川
黒 沢 開 田
揚 水 機 場

市川三郷町黒沢地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手 動 かんがい用

富 士 川 大 同 排 水 機 場 市川三郷町黒沢地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 排 水 用

富 士 川 下大鳥居排水機場 市川三郷町下大鳥居地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 排 水 用

山 田 川 細 田 排 水 樋 管 市川三郷町岩間地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 自動巻上式 逆流防止用

葛 籠 沢 川 岩 間 排 水 機 場 市川三郷町岩間地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 排 水 用

芦 川 大 圢 堰
市川三郷町市川大門
根ノ上地内

市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 自動巻上式 かんがい用

芦 川 欄 干 堰
市川三郷町市川大門
橋場地内

市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 かんがい用

芦 川 川 浦 堰 市川三郷町上野地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 自動巻上式 かんがい用

芦 川 芝 草 堰 市川三郷町上野地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 自動巻上式 かんがい用

芦 川 三 珠 堰 市川三郷町上野地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 かんがい用

芦 川 向 新 田 堰 市川三郷町上野地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 向新田排水樋管
市川三郷町市川大門
向新田地内

市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 自動巻上式 逆流防止用

笛 吹 川 上 野 排 水 機 場 市川三郷町上野地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 排 水 用

笛 吹 川 大 塚 排 水 機 場 市川三郷町大塚地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 排 水 用

笛 吹 川 大 塚 揚 水 機 場 市川三郷町大塚地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 かんがい用

笛 吹 川 大正田揚水機場
市川三郷町高田大正地
内

市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 かんがい用

新 川 帯 那 堰 市川三郷町山保地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 頭 首 工 かんがい用
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手動巻上式 かんがい用

頭 首 工 かんがい用

鳴 沢 川
高 田 排 水 機 場
（ 鳴 沢 川 水 門 ）

市川三郷町高田地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090 手動巻上式 排 水 用

　　峡南建設事務所身延支所水防支部

河 川 名 名　　称 位　　　置 管 理 者 通信方法 構　造 備　考

富 士 川 帯 金 揚 水 機 場 身延町帯金字上方 帯 金 土 地 改 良 区 （0556）62－2891 手動巻上式 かんがい用

富 士 川 水 田 取 水 口 南部町楮根地区
平 前 開 田 水 利
組 合 長

（0556）66－2657 電動巻上式 かんがい用

大 堀 川 福 士 排 水 樋 門 南部町福士字平地区
国土交通省富士川
中 流 出 張 所 長

（0556）64－2310 電 動 式
かんがい用
排 水 用

新 川 新 川 堰 市川三郷町黒沢地内 市 川 三 郷 町 長 （055）272－6090
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附表第24表-2         警察無線局一覧 (非常通報受付局)  （Ｒ５．４．１）

番
号

局　　数
非常
電源

執務
時間

所　　在　　地 機関名 電話番号 通信範囲
移
動
局

備　　考

1 こ う ふ 有 常時 甲府市丸の内1-6-1
関東管区警察局
山 梨 県 通 信 部

(055)221-0110 東京 マイクロ系

2 山 梨 本 部 有 常時 甲府市丸の内1-6-1
山 梨 県
警 察 本 部

(055)221-0110 県内 ＶＨＦ系

3 甲 府 有 常時 甲府市中央1-10-1 甲 府 警 察 署 (055)232-0110 県内 ＶＨＦ系

4 南 甲 府 有 常時 甲府市中小河原町404-1南 甲 府 警 察 署 (055)243-0110 県内 ＶＨＦ系

5 南アルプス 有 常時 南アルプス市十五所759-2
南 ア ル プ ス
警 察 署

(055)282-0110 県内 ＶＨＦ系

6 甲 斐 有 常時 甲斐市志田670 甲 斐 警 察 署 (0551)20-0110 県内 ＶＨＦ系

7 北 杜 有 常時 北杜市長坂町長坂上条2575-79 北 杜 警 察 署 (0551)32-0110 県内 ＶＨＦ系

8 鰍 沢 有 常時 富士川町最勝寺1306 鰍 沢 警 察 署 (0556)22-0110 県内 ＶＨＦ系

9 南 部 有 常時 南部町南部9335-1 南 部 警 察 署 (0556)64-0110 県内 ＶＨＦ系

10 笛 吹 有 常時 笛吹市石和町市部555 笛 吹 警 察 署 (055)262-0110 県内 ＶＨＦ系

11 日 下 部 有 常時 山梨市北261 日 下 部 警 察 署 (0553)22-0110 県内 ＶＨＦ系

12 吉 田 有 常時 富士吉田市旭1-5-1
富 士 吉 田
警 察 署

(0555)22-0110 県内 ＶＨＦ系

13 大 月 有 常時 大月市大月町真木197-3大 月 警 察 署 (0554)22-0110 県内 ＶＨＦ系

14 上 野 原 有 常時 上野原市上野原3819 上 野 原 警 察 署 (0554)63-0110 県内 ＶＨＦ系

15 高 速 甲 府 有 常時 昭和町西条2858

山梨県警察高速道路
交通警察隊
・本隊

・甲府分駐隊

(055)275-4551 県内 ＶＨＦ系

16 高 速 大 月 有 常時 大月市大月町花咲223
山梨県警察高速道路

交通警察隊
大月分駐隊

(0554)22-1181 県内 ＶＨＦ系

17 高 速 増 穂 有 常時 南巨摩郡富士川町青柳2917-1
山梨県警察高速道路

交通警察隊
増穂分駐隊

(0556)22-4110 県内 ＶＨＦ系

18 機 動 隊 有 常時 甲斐市西八幡4434-2 機 動 隊 (055)276-7470 県内 ＶＨＦ系

19 航 空 隊 有 常時 市川三郷町黒沢5375
山 梨 県 警 察
航 空 隊

(055)240-4109 県内 ＶＨＦ系
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水防情報等に関する協定の一部を変更する協定 

 山梨県知事山本栄彦（以下「甲」という。）と神奈川県知事松沢成文（以下「乙」とい

う。）との間で平成 18年 12月 7日付けで締結した「水防情報等に関する協定」（以下「原

協定」という。）について、その一部を下記のとおり変更する協定を締結する。 

１ 原協定第 2条第 2項に規定する別記中「神奈川県津久井土木事務所」を「神奈川県厚

木土木事務所津久井センター」に改める。 

２ 原協定第 3条第 2号ア中「神奈川県津久井土木事務所」を「神奈川県厚木土木事務所

津久井センター」に改める。 

３ この変更協定は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙双方が記名押印のうえ、各

自その１通を保有する。 

平成 22年 3月 31日 

甲 山梨県知事   横 内 正 明 

乙 神奈川県知事  松 沢 成 文 
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別記 情報連絡の窓口 

 

１ ２条２項１号の甲から連絡する事項 

河川名 水位観測所 連絡窓口（甲） 連絡窓口（乙） 

桂川 強瀬 富士・東部建設事務所 

厚木土木事務所津久井センター 

 

企業庁相模川水系ダム管理事務所 

鶴川 巖島橋 富士・東部建設事務所 

厚木土木事務所津久井センター 

 

企業庁相模川水系ダム管理事務所 

道志川 大山橋 

富士・東部建設事務所 

 

吉田支所 

厚木土木事務所津久井センター 

秋山川 秋山 富士・東部建設事務所 厚木土木事務所津久井センター 

 

２ ２条２項２号の乙から連絡する事項 

連絡窓口（乙） 連絡窓口（甲） 

企業庁相模川水系ダム管理事務所 

 

相模ダム管理所 

富士・東部建設事務所 

 

３ ２条２項３号の相互に連絡する事項 

河川名 連絡窓口（甲） 連絡窓口（乙） 

相模川 

（桂川） 
富士・東部建設事務所 

厚木土木事務所津久井センター 

 

企業庁相模川水系ダム管理事務所 

鶴川 富士・東部建設事務所 

厚木土木事務所津久井センター 

 

企業庁相模川水系ダム管理事務所 

道志川 富士・東部建設事務所吉田支所 

厚木土木事務所津久井センター 

 

企業庁相模川水系ダム管理事務所 

秋山川 富士・東部建設事務所 

厚木土木事務所津久井センター 

 

企業庁相模川水系ダム管理事務所 

金山川 富士・東部建設事務所 

厚木土木事務所津久井センター 

 

企業庁相模川水系ダム管理事務所 
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附表第32表
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